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      に勤務しています。 

うちはグループ会社が卸売り先なので、電話で勧誘をやってますがその際に「我々は NTT の代理店で

料金改定の連絡です」と偽り注意事項もろくに説明していません。 

更には、聞き出した情報を基に、転用番号もお客様に無断で取得してしまいます。 

あまりに酷いので規制してください。お願いします。 

 

         勧誘の悪質なトークやなりすましは規制されないのでしょうか？ 

      の中でも           と             だけかもしれませんが、

転用番号をお客さま以外が取得するのはなりすましではないでしょうか? 

お客さまが転用の際の注意事項を読む機会も無くなり悪質だと思います。 

健全な職場で働きたいです 
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ＮＴＴドコモに対する光回線卸は行うべきではない。 

（理由） 

１．ＮＴＴとＮＴＴドコモはグループ会社であり、実質的な内部取引であり、契約や交渉内容が公平

とは言えない。 

２．歴史的経緯から、国のブランドや設備を利用してきており、競争上優位にあり、他事業者と同一

条件ではない。 

３．ＮＴＴグループが回線卸を受けた場合に、独占強化につながる。 

４．独占的優位な立場をかさに着た利用者軽視の不遜な対応がＮＴＴグループには現実に少なからず

見られ、監督官庁の対応も不十分であり、癒着を疑っている。 

５．この意見公募と並行してＮＴＴドコモは宣伝をはじめているなど、総務省・ＮＴＴ・ドコモが結

託した出来レースの様相がみえ、意見公募をバカにした対応ではないのか。 

６．これらのことから、ガイドラインの内容如何にかかわらず、抜け道を巧みに利用した商法の結果、

消費者が不利益を被る可能性が極めて高い。 
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匿名個人ですが、よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(別紙)

意見

　　　　　　　　　　　　　　項
目
(※セルの右下の▼ボタ
ンから、必ずプルダウン
の項目を選択してくださ

卸先事業者（特に第二種指定電気通信設備を設置している電気設備事業者）がDOCOMO光や
SoftBank光をすでに発表し大々的に広告宣伝している。
本ガイドラインのパブコメがまだ行われているにもかかわらず、全く無視するような形でサービ
ス提供がされようとしていることは、総務省によるパブコメの制度の軽視はもとより、国民の意
見や他事業者の意見は全く無視するという意図の現れである。
これを鑑みるに本ガイドラインの目的である「公正な競争環境，利用者利便の確保」は達成でき
ないものである。
ただちに行政指導を行い、これらの改善が図られるまでは、第二種指定電気通信設備を設置
している電気設備事業者による特定卸役務の利用は中止すべきである。
また、このようなことがおきないように卸通信役務にかかる電気通信事業法の適用について見
直すべきであり、ガイドラインなども含めて十分に制度のコンセンサスが取られるまではサービ
ス開始をさせてはならない。

２　本ガイドラインの目的
と位置付け

ホームページで「SoftBank 光　3つの特徴」として①「月額3800～」，②「超速い概ね1Gbps」と表
示しているが、①は集合住宅に限った料金で、逆に集合住宅で②1Gbpsは設備上ほとんど提
供出来ない、つまりこの料金と速度の組み合わせでの提供は殆どできないにもかかわらず、標
準的なサービスのように見せかけている。このように、すでに他の事業者より排他的に安く見せ
るような表示をしており、大問題ではないか？
本ガイドラインなど全く無視した表現をしているので早速行政指導を行い、卸役務提供の中止
を指導すべきである。
また、③ではタブレット実質0円と表示しているが実際はタブレット代金月額1700円としており、
この1700円は卸役務料金の割引に相当する。

５（別表）（２）①競争阻害
的な料金の設定等

卸先事業者（特に支配的な電気通信事業者）が特定卸役務のみを扱うことは他の固定通信事
業者を排他的に扱うことになる。この為、卸先事業者（特に支配的な電気通信事業者）はケー
ブルテレビ事業者など他の電気通信事業者の固定回線についても同様の料金にて卸提供を
受け付けることを義務とすること、また、その場合に特定電気通信役務にしか出来ないような条
件を排除することを義務とすることを追加すべき。

５（別表）（３）①競争阻害
的な料金の設定等

ドコモ光のホームページの料金プラン（タイプA)の料金表では、表の下部に「旧料金プランの方
は『ドコモ光』をさらに500円／月割引でこ利用になれます」と表示されており、特定卸役務サー
ビスをさらに割引することとしています。これは排他的な割引サービスに該当することから、この
卸先事業者（Docomo)はすでにガイドラインを無視しており、ガイドラインの実効性は無いものと
思われる。
ただちに特定卸役務に対する割引は止めさせ、ガイドラインの遵守を表明させるべきである。
そもそも、特定の条件にあった新規利用者にだけ割引とか無くすべきであり、第二種特定電気
通信設備を持つ事業者は高い通信料金をすでに払っている既存利用者の料金値下げをすべ
きである。

５（別表）（３）②排他的な
割引サービス

卸先事業者（特に第二種指定電気通信設備を設置している電気設備事業者）であるDOCOMO
やSoftBankといった携帯キャリアは、サービス提供拠点が店舗であることが殆どである。一方
FTTHサービスは訪問販売での提供が多く、この訪問が消費者保護の大きな問題となってい
る。
特に訪問代理店スタッフにより1対1の折衝で弱者である消費者が不本意なサービス契約をす
る問題が多く発生し、増加していることから卸先事業者による訪問契約を禁止行為とすべきで
ある。

６　消費者保護の充実等
の観点から望ましい行為

上記をさらに踏み込めば、契約代理店担当者は新規利用契約に応じてそのほとんどの収入を
得る者が多い、この為、新規契約獲得が無いと成り立たない構図である。このことが過当な獲
得営業となり、特に固定電気通信サービスに係る消費者トラブルは、この契約時の問題が非常
に多い。固定電気通信サービスは電気や水道と同様の基盤サービスであるため、契約代理店
による訪問営業行為は禁止とし、店頭での案内（営業）のみとすべきである。

６　消費者保護の充実等
の観点から望ましい行為

意見提出者名：
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(別紙)

意見
　　　　　　　　　　　　　　項目
(※セルの右下の▼ボタンから、必ずプルダウンの項
目を選択してください。)

　本ガイドラインの目的と位置づけについて賛同しま
す。

　なお、公正競争の確保のため、「特定卸役務」を通じ
たNTTグループによる不公正な連携が行われないよ
う、総務省において、本ガイドラインの実効性の検証
および必要な見直し、市場の監視を継続的に実施頂く
ことを要望致します。

２　本ガイドラインの目的と位置付け

意見提出者名：株式会社　エネルギア・コミュニケーションズ
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(別紙) 

 

 
 

意見
　　　　　　　　　　　　　　項目
(※セルの右下の▼ボタンから、必ずプルダウンの項目を
選択してください。)

　NTT東西によるサービス卸の提供は、「様々な産業
の多くのプレーヤーによる多様な新事業・新サービス
が創出される」機会となることを期待します。ただし、こ
れらのプレーヤーが公平な状況下でサービスの提供
を競うような健全な競争環境の整備が必要です。
　そのためには、2014年12月に公開された情報通信
審議会による答申でも示されているように、サービス
卸に対する公正競争確保の観点から、適正性・公平
性が十分に確保されるとともに消費者に混乱を与える
ことを防ぐ目的で、本ガイドラインで「電気通信事業法
上問題となり得る行為」が具体的に示されたことは十
分に評価できると考えます。

１　本ガイドライン策定の背景

一方、情報通信審議会の答申において公正競争の
要件として適正性・公平性の確保とともに示されてい
る『外部による検証可能性も含めた、一定の透明性が
確保される仕組みの導入』については、本ガイドライン
では触れられていません。この「透明性の確保」につ
いて、早急に総務省としての方針及び透明性を確保
するための仕組みの内容・運用方法などを明確にして
いただきたいと考えます。

１　本ガイドライン策定の背景

意見提出者名：一般社団法人テレコムサービス協会
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(別紙)

意見
　　　　　　　　　　　　　　項目
(※セルの右下の▼ボタンから、必ずプルダウンの項
目を選択してください。)

通信事業は、その性質上、様々なサービスに組み合わせることが可能
であり「サービス卸」が「答申」に述べられているような「多様な新サービ
スの創出」に資するものであるという見解には賛成です

１　本ガイドライン策定の背景１　本ガイドライン策定の
背景

競争環境は、その時点の公平性だけでなく、時系列上の公平性も考慮
すべきものと考えます。なぜなら、新規事業者に対して既存事業者が競
争上優位に立つからです。故に新規事業者の障壁になるようなルール
は合理的理由がない限り排除されるべきと存じます。今回のＮＴＴ東西
におけるサービス卸においては卸先事業者の変更時に電話番号等が
変わることが発表されております。このことは新規参入事情者の障壁と
なり、競争阻害要因となっていると考えます。

４（１）③　禁止行為規制（電気通信事業法第30条）４
（１）③　禁止行為規制（電気通信事業法第30条）

上記の点（卸先事業者の変更時に電話番号等が変わること）に関してで
すが、仮に競争の過熱による頻繁な卸先変更を懸念するならば、最低
利用期間と同様に卸先変更の期間に条件をつぇれば良いと存じます。
利用者がサービスの再選択を自由に行える環境づくりは、長期的に見
て最優先されるべきと存じます。

４（１）③　禁止行為規制（電気通信事業法第30条）４
（１）③　禁止行為規制（電気通信事業法第30条）

「ICTサービス安心・安全研究会 報告書」の「５. 苦情・相談処
理体制の在り方」に民間型の第三者機関の必要性がありました
が、今回は卸事業者であるＮＴＴ東西が積極的にコレを立ち上
げるべきではないかと考えます。主な効能は、消費者は卸先事
業者の説明に疑問を持った場合の相談や確認に使えるというも
のです。

６　消費者保護の充実等の観点から望ましい行為

卸先事業者の努力だけでは解決しない要素として、無関係な事業者が
（個人情報の収集を目的として）卸先事業者を装って電話勧誘を行う危
険性があります。これらの追跡調査を行えるようにするためには、卸事
業者が卸先事業者に識別番号を与え契約の際に表示を義務化するな
どの方策があります。ご検討いただければと存じます。

６　消費者保護の充実等の観点から望ましい行為

卸先事業者がサービス継続が困難になった場合に備え、ＮＴＴ東西が通
常サービス（ＮＴＴ東西の約款に規定する料金で）によって顧客救済を行
う仕組みが必要だと存じます。

６　消費者保護の充実等の観点から望ましい行為

意見提出者名：
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(別紙)

意見
　　　　　　　　　　　　　　項目
(※セルの右下の▼ボタンから、必ずプルダウン
の項目を選択してください。)

　今回とりまとめられたガイドライン（案）を拝見しますと、先の情報通信審議会「２０２０年代に向けた情報通信政策の在り方」検討等
におけるサービス卸に係る適正性・公平性・透明性の議論、および当審議会による答申の指摘内容が的確に織り込まれたものと
なっており、その制定に賛同するところです。中でも、

●固定通信市場における支配的事業者であるＮＴＴ東西殿が排他的に特定の事業者を有利に取り扱う行為、移動通信市場におけ
る支配的事業者であるＮＴＴドコモ殿が排他的に割引サービスを提供するなどの行為を問題あるものとして改めて明文化したこと

●巨大な顧客基盤や利潤を梃子に全国規模で展開する大手事業者に対して、地域の中小事業者が限られた経営資源の中で創意
工夫しながら行っている設備競争・サービス競争の重要性を認識いただき、これら中小事業者による設備保持が経営上困難になる
“おそれ”について、危惧すべきものとして取り上げていること

などが特筆すべき点として挙げられます。

　また、本ガイドラインの対象者に関しても、

●サービス卸に関わるプレイヤーを「卸提供事業者」・「卸先事業者」・「卸先契約代理業者」に区分し、更に卸先事業者については
支配的な事業者か否かで細分化した上で、各々が遵守すべき規律、問題となり得る行為を個々に取り上げることで、拡大解釈や誤
解が生じにくくなっていること

●公正競争を主眼にした事業者の問題行為を挙げる一方で、一般利用者の保護や便益向上の観点を疎かにすることなく、事業者
が利用者に接する際の事業者の望ましい行為を合わせて明示していること

などの点は、今後の運用を円滑に進める上で高く評価するところです。

　今後は、本ガイドラインが実効力をもって運用されるためにも、各々の事業者によるサービス提供やガイドライン遵守の実態、およ
びその推移等を厳格に分析・評価いただくとともに、新たに環境変化等が生じた場合には、期を逸することなく政策的な措置を講じて
いただくことを強く要望いたします。

２　本ガイドラインの目的と位置付け

意見提出者名：　株式会社ＳＴＮｅｔ
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(別紙)

意見
　　　　　　　　　　　　　　項目
(※セルの右下の▼ボタンから、必ずプルダウンの項
目を選択してください。)

　当社は、様々な事業者が業界の垣根を越えてコラボ
レーションし、イノベーションの促進による価値創造を
図っていくことを下支えしていくために、「光コラボレー
ションモデル」（サービス卸）の提供を平成２７年２月１
日より開始したところです。

　本ガイドライン案は、事後規制としての業務改善命
令などに関する法令解釈の明確化を図っており、ま
た、多様な事業者による新しい価値創造への挑戦に
対して新たな規制を課すものではないことから、当社
としては、これを遵守していく考えです。

　今後も、多様なプレイヤーの創意工夫によるイノ
ベーションの促進を図り、新事業や新サービスの創出
により、ユーザ利便の向上や経済の成長を実現して
いくためには、法令解釈の明確化を図ることで規制の
予見可能性を高め、事後規制による萎縮効果が働か
ないようにしていくことが重要であり、事前規制から事
後規制を原則とする政策への転換をさらに進めていく
ことが必要であると考えます。

２　本ガイドラインの目的と位置付け

意見提出者名：東日本電信電話株式会社
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(別紙)

意見
　　　　　　　　　　　　　　項目
(※セルの右下の▼ボタンから、必ずプルダウンの項
目を選択してください。)

光サービス卸により、光サービスの利用の幅が広がることに大変期待しています。
しかしながら、先日、親族等から、ある話を聞きまして、ガイドラインに対する意見とは少し異なる
かもしれませんが、ＮＴＴの光サービスが提供されている地域すべてに光サービス卸が公平に提
供されないことがあってはならないと思い、意見をさせていただきます。
ある話とは、総務省の補助金で役場が光ファイバをひき、ＮＴＴのフレッツ光が利用できる地域に
住む親族等の話です。
フレッツ光を申し込もうということで、家電量販店や販売代理店、ＮＴＴの窓口0120-116116に相談
しましたが、それぞれの窓口では受付されず、「役場に聞いてくれ」と言われ、役場に電話をした
が「ＮＴＴがサービスを提供しているので、地元の支店の連絡先を伝えるのでそちらで相談を」とい
うことで、地元の支店に電話して初めて申込みの相談にのってもらえそうになったとのことです。
間もなく、光サービスの卸の話が出たため、まだ申込みには至っていないものの、役場の整備し
たところはどうなのか気になる、とのことでした。
私も気になりましたので、ＮＴＴのホームページの「提供エリア検索」で検索したところ、申込みでき
るサービスが無いような記述となっていました。
調べてみますと、ＩＲＵというもので、役場の設備をＮＴＴが利用者との契約をもとに光サービスを
提供している形態のもので、ＮＴＴがサービスを受付する立場であり、光サービス卸が始まる以前
に、代理店などを介すことを認めない、排他的な受付を行っているように見えます。
また、光サービス卸についてＮＴＴ西日本のホームページに公開されている平成２６年１０月１６日
付「光コラボレーションモデルの提供条件等について」の２ページ目に「各自治体様とＩＲＵ契約を
締結しているフレッツ光ネクストエリアについては、提供にあたりＮＴＴ東日本・西日本と各自治体
様との調整が必要です」とあり、２月から大手企業による光サービス卸を活用したサービスが発
表されましたので、このことについて役場に聞きましたが「具体的な説明が無いため、わからな
い。」とのことでした。
いち消費者としては、ＮＴＴの光サービスが提供されている地域すべてに光サービス卸提供先の
企業から様々な光サービスが提供されることを望むわけですが、ガイドラインが正式に策定され
ないまま大手事業者がサービス提供の受付を既に始めている中で、消費者に対するＮＴＴの光
サービス提供の受付窓口が排他的な地域について、ＮＴＴが光サービス卸提供先に対して公平な
受付を担保することができるのかとても疑念を抱きました。

５（別表）（１）②提供手続・期間に係る不当な差別的取
扱い

意見提出者名：
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(別紙)

意見
　　　　　　　　　　　　　　項目
(※セルの右下の▼ボタンから、必ずプルダウンの項
目を選択してください。)

【ガイドライン案全体に対する意見（総論）】
　本ガイドライン案は、電気通信市場における公正競争の確保および健全な市場発展に資するものと考えられ、基本的
な方向性に賛同します。

　しかしながら、本ガイドラインを策定する意義は、市場実態に即して電気通信事業法をより適切に運用することにあり、
これを通じて、公正競争や利用者利便が確保されることにあると考えます。
　そのため、総務省殿におかれましては、本ガイドラインを有効に活用し、従来に比べて、より適切に制度運用いただくこ
とを要望します。
　特に、事後規制が適切に運用されなければ、本ガイドラインだけでなく制度全体が形骸化し、実効性に乏しいものとなり
かねないことから、制度の実効性が確保されるよう、市場実態や不適切行為をくまなく把握する体制を構築いただくととも
に、問題が発生した場合においては、迅速かつ確実にこれを排除いただくことを要望します。

２　本ガイドラインの目的と位置付け

【５（別表）（１）に対する意見】
　「５（別表）（１）　特定卸役務について卸提供事業者が行う行為」について、卸提供事業者が卸先事業者に対してサー
ビス卸を直接提供することが前提となっていますが、特定の卸先事業者を介在させることで、電気通信事業法の適用を
免れつつ、介在する事業者を通じて「５（別表）（１）」と同様の行為がなされる恐れがあります。
　例えば、「特定の事業者を優遇するため、まずは、卸提供事業者に対する規制の適用を受けない事業者に対して卸提
供し、その卸先事業者が特定の事業者を優遇して再卸する」といった行為が想定されます。
　そのため、再卸する卸先事業者に対しても、「５（別表）（１）」と同様の行為が行われた場合、電気通信事業法上問題と
なり得ることを明記すべきと考えます。

５（別表）（１）①競争阻害的な料金の設定

【５（別表）（１）に対する意見】
　卸提供事業者自らが引き続きFTTHサービスを小売販売するならば、フレッツ光利用者の「転用」というしくみを利用し、
転用を迂回する形態で、特定の卸先事業者に対してインセンティブを提供することが懸念されます。
　例えば、卸提供事業者が、サービス卸を活用してFTTHサービスを提供する卸先事業者への転用を条件に利用料金を
割り引くことで、一旦フレッツ光に利用者を加入させ、その後、特定の卸先事業者へ転用させるといった行為が想定され
ます。
　このように、転用という顧客を事業者間で融通する手法を通じて、契約代理業者を交えつつ、NTTグループがなし崩し
的に一体営業を強める可能性があります。
　また、このような場合、卸提供事業者と卸先事業者が利用者に付与するキャッシュバック等の特典は、個社別では過度
ではなくとも、両社の特典を合算した場合には、過度な水準となり得ます。
　このような行為を防止するため、「５（別表）（１）特定卸役務について卸提供事業者が行う行為」に

 　・卸先事業者への転用を前提とした営業行為

 を追記すべきと考えます。

５（別表）（１）①競争阻害的な料金の設定

　脚注12「サービス卸の料金が利用者単位で設定される場合の『適正なコスト』とは、一利用者当たりの接続料相当額を
基本とする額とする。」とされていますが、今後のコストの適正性検証において、「適正なコスト」の算定方法をはじめとす
る検証のあり方を具体化する際には、公の場で第三者を交えて、透明かつ丁寧に検討いただくことを要望します。 ５（別表）（１）①競争阻害的な料金の設定

【５（別表）（１）③～⑤に対する意見】
　卸提供事業者が各事業者に対して、表面上は、公平な条件で特定卸役務を提供していたとしても、その提供条件が予
め入手していた自社グループの営業戦略等の情報にもとづいて設定されていたとするならば、自社グループのみを優遇
することにほかならず、他事業者の競争力を相対的に低下させ、公正競争が損なわれることとなります。
　そのため、特定卸役務の提供条件そのものが自社グループの卸先事業者のみに有利となっていないか、定期的に調
査すべきと考えます。
　また、昨年のサービス卸の公表、本年２月の同サービス提供開始について、このような問題がなかったか、遡って実態
調査をすべきと考えます。

５（別表）（１）④サービス仕様に係る不当な差別的取
扱い

　卸提供事業者の同一部門（利用部門）内に、FTTHサービスの小売販売と卸販売を担当する部署が並存することから、
双方の担当部署の連携による競争阻害が懸念されます。
　例えば、サービス卸の提供情報や卸先事業者から得た情報等にもとづき、小売担当部署がそれと競合しない顧客領域
にターゲットを絞り、集中的かつ効率的に営業攻勢をかけること等が考えられ、仮に現実のものとなれば、公正競争が損
なわれることとなり、卸提供事業者が有する市場支配力の行使を容認することにほかなりません。
　そのため、卸提供事業者内における小売担当部署と卸担当部署との連携や情報共有は公正競争に及ぼす影響が大
きく、電気通信事業法上問題となり得る行為であることから、これを「５（別表）（１）」に明記すべきと考えます。具体的に
は「５（別表）（１）⑥」を次のとおり修文すべきと考えます。
 
【修正文案】（下線部は追記、取消線は削除）
⑥情報の目的外利用
・卸提供事業者のみしか知りえない特定卸役務に関する情報および当該役務の提供に関して知り得た卸先事業者の情
報を、合理的な理由なく、社内の他部門又は自己の関係事業者の営業目的など、その用に供する目的以外の目的のた
めに利用し、又は提供すること。

　なお、卸提供事業者の小売担当部署と卸担当部署の無秩序な連携は、競争阻害要因となることから、両部署の間に
ファイヤーウォールを設けるなどの措置を講じることが急務と考えます。

５（別表）（１）⑥情報の目的外利用

【５（別表）（２）①、（３）①に対する意見】
　卸先事業者の競争阻害的な料金設定や過度のキャッシュバックなどの行為については、今後、卸先契約代理業者も関
与するケースが懸念されることから、卸先事業者の卸先契約代理業者に対する監理・監督責任についても明記すべきと
考えます。具体的には、５（別表）（２）①および（３）①に次を追記すべきと考えます。

【追記文案】
・過度のキャッシュバックなど前項と同様の行為を卸先契約代理業者が行う場合において、その監理・監督を怠ること

５（別表）（３）①競争阻害的な料金の設定等

意見提出者名：株式会社ケイ･オプティコム



 

 

意見書 

 

2015年 2月 19日 

総務省総合通信基盤局 

電気通信事業部事業政策課 御中 

 

郵便番号 154-0012 

（ふりがな）  せたがやくこまざわ ３－２

－１ 

住所  世田谷区駒沢 3-2-1 

（ふりがな）  えでぃっとねっと かぶしき

かいしゃ 

氏名（注１） EditNet 株式会社 

  代表取締役 野口尚志 

 

 

 

「ＮＴＴ東西のＦＴＴＨアクセスサービス等の卸電気通信役務に係る電気通信事業法の適用に

関するガイドライン（案）についての意見募集」に関し、別紙のとおり意見を提出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(別紙)

意見

　　　　　　　　　　　　　　項目
(※セルの右下の▼ボタンから、必
ずプルダウンの項目を選択してくだ
さい。)

　「特定卸役務」は指定電気通信役務であることから，保障契約約款の事前届出義務および公表義務が定められ
ていますが，NTT東西のIP通信網サービス契約約款（ユーザ約款）が特定卸役務に関する保障契約約款を兼ねる
ものであるならば，事実上特定卸役務に関する保障契約約款が設定されていないことと同様になります．
　IP通信網サービス契約約款には，特定卸役務（光コラボレーションモデル）の提供条件がすべての卸先事業者に
対して同一であると明記されていることと，特定卸役務の販売を行おうとする電気通信事業者は原則としてNTT東
西と「別段の合意」に基づき卸契約ができることとなっていることから，本来的には，各卸先事業者に対して同一の
卸条件を特定卸役務の保障契約約款にすべきものと考えます．
　現在，「別段の合意」の内容はすべてNTT東西と各卸先事業者の間で個別に結ばれる機密保持契約により，第三
者への開示ができないこととなっています．
　料金を含めた提供条件が公表される場合のビジネス上のデメリットも考えられる一方，機密保持契約を前提とした
現在の「光コラボレーションモデル」は，総務省への意見の申出，パブリックコメントへの応募，事業者団体における
対応の検討や団体名義での意見の採択などを困難にし，透明性のある競争の阻害要因になるおそれがあります．
　特定卸役務が電気通信事業の競争環境に与える影響力を考えると，少なくとも当面は透明性を優先するべきであ
ると考えます．

４（１）①　指定電気通信役務に関
する規律（電気通信事業法第20条
等）

意見提出者名：EditNet株式会社



(別紙)

　「特定卸役務」は指定電気通信役務であることから，保障契約約款の事前届出義務および公表義務が定められ
ていますが，NTT東西のIP通信網サービス契約約款（ユーザ約款）が特定卸役務に関する保障契約約款を兼ねる
ものであるならば，事実上特定卸役務に関する保障契約約款が設定されていないことと同様になります．
　IP通信網サービス契約約款には，特定卸役務（光コラボレーションモデル）の提供条件がすべての卸先事業者に
対して同一であると明記されていることと，特定卸役務の販売を行おうとする電気通信事業者は原則としてNTT東
西と「別段の合意」に基づき卸契約ができることとなっていることから，本来的には，各卸先事業者に対して同一の
卸条件を特定卸役務の保障契約約款にすべきものと考えます．
　現在，「別段の合意」の内容はすべてNTT東西と各卸先事業者の間で個別に結ばれる機密保持契約により，第三
者への開示ができないこととなっています．
　料金を含めた提供条件が公表される場合のビジネス上のデメリットも考えられる一方，機密保持契約を前提とした
現在の「光コラボレーションモデル」は，総務省への意見の申出，パブリックコメントへの応募，事業者団体における
対応の検討や団体名義での意見の採択などを困難にし，透明性のある競争の阻害要因になるおそれがあります．
　特定卸役務が電気通信事業の競争環境に与える影響力を考えると，少なくとも当面は透明性を優先するべきであ
ると考えます．

４（１）②　業務改善命令（電気通信
事業法第29条）

　「特定卸役務」は指定電気通信役務であることから，保障契約約款の事前届出義務および公表義務が定められ
ていますが，NTT東西のIP通信網サービス契約約款（ユーザ約款）が特定卸役務に関する保障契約約款を兼ねる
ものであるならば，事実上特定卸役務に関する保障契約約款が設定されていないことと同様になります．
　IP通信網サービス契約約款には，特定卸役務（光コラボレーションモデル）の提供条件がすべての卸先事業者に
対して同一であると明記されていることと，特定卸役務の販売を行おうとする電気通信事業者は原則としてNTT東
西と「別段の合意」に基づき卸契約ができることとなっていることから，本来的には，各卸先事業者に対して同一の
卸条件を特定卸役務の保障契約約款にすべきものと考えます．
　現在，「別段の合意」の内容はすべてNTT東西と各卸先事業者の間で個別に結ばれる機密保持契約により，第三
者への開示ができないこととなっています．
　料金を含めた提供条件が公表される場合のビジネス上のデメリットも考えられる一方，機密保持契約を前提とした
現在の「光コラボレーションモデル」は，総務省への意見の申出，パブリックコメントへの応募，事業者団体における
対応の検討や団体名義での意見の採択などを困難にし，透明性のある競争の阻害要因になるおそれがあります．
　特定卸役務が電気通信事業の競争環境に与える影響力を考えると，少なくとも当面は透明性を優先するべきであ
ると考えます．

６　消費者保護の充実等の観点か
ら望ましい行為



 

 

意見書 

 

平成２７年２月１９日 

総務省総合通信基盤局 

電気通信事業部事業政策課 御中 

 

郵便番号   １００－６１５０ 
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取締役
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社長
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(別紙)

意見
　　　　　　　　　　　　　　項目
(※セルの右下の▼ボタンから、必ずプル
ダウンの項目を選択してください。)

サービス卸は情報通信審議会答申（平成26年12月18日）において、「世界最高レベルを誇
る我が国の光ファイバ基盤を利用した様々なプレーヤーとの連携によるイノベーション促進
を通じた多様な新サービスの創出や、光回線の利用率の向上に資するものであり、我が国
の経済成長への寄与も期待できる新たな取組と評価することができる。」とされ、さらに
「サービス卸の提供により電気通信市場の競争環境に影響を与え得る要素（中略）が考え
られるため、これらの点に留意し、総務省において必要に応じ適切な措置を講ずることを検
討することが適当である。」とされております。
本ガイドラインにより法令解釈の明確化等が図られ、当社を含む各事業者が本ガイドライン
に基づき事業を展開することによって健全な市場の発展につながり、多様なサービスの創
出、お客様の利便性向上や日本の国際競争力の向上に資することから、当社としても本ガ
イドラインを策定することに賛同致します。

２　本ガイドラインの目的と位置付け

本ガイドライン（案）の目的と位置付けにも示されているとおり、「公正な競争環境と利用者
利便の確保」という趣旨を鑑みると、本ガイドライン運用にあたり、「４ 特定卸役務に関して
適用される規律」における「（２）卸先事業者（支配的な電気通信事業者を除く。）に適用され
る主な規律」に関しては、一部の事業者に対してだけではなく本規律の対象として規定され
る卸先事業者全てに対して公平な運用を行っていただくことにより、健全な競争が図れるも
のと考えます。

４（２）②　業務改善命令（電気通信事業
法第29条）

当社は特定卸役務の提供を受けて実現する「ドコモ光」と自社の携帯電話サービスとを組
み合わせたサービスである「ドコモ光パック」を3月1日より提供開始予定であることを発表致
しました。
いわゆる「セット割」は他事業者が提供する光サービス等固定通信サービスと自らの携帯電
話サービスをセットにして料金割引を行うものですが、「光シェアパック」は特定卸役務の提
供を受けて当社が提供する光サービス（ドコモ光）と当社携帯電話サービスを組み合わせた
「自社のサービス同士を組み合わせ」たものであり、いわゆる「セット割」とは本質的に異な
るものです。
また、当社が電気通信設備又は電気通信役務を「仕入れ（卸受）」る際に、どの事業者から
仕入れるかについては、料金の経済合理性、保守の信頼性、お客様への利便性等諸要素
を勘案した上で決定する事項であると認識しております。
従って、本ガイドラインの運用に当たっては、上記を踏まえた運用となるよう要望致します。

５（別表）（３）②排他的な割引サービス

意見提出者名：株式会社NTTドコモ
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(別紙)

意見
　　　　　　　　　　　　　　項目
(※セルの右下の▼ボタンから、必ずプルダ
ウンの項目を選択してください。)

電気通信事業法第29条では、「他の電気通信事業者
との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他
社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるた
め、利用者の利益を阻害しているとき」等に総務大臣
が業務改善命令を発動することが可能とされています
が、これら業務改善命令は、あくまで事後的に発動さ
れるものです。

現行の電気通信事業法の規定では、事後的な業務改
善命令によるしかないため、当社としては従来から主
張しておりますとおり、料金及びその他提供条件の約
款化と公表等、適正性、公平性並びに十分な透明性
が確保できる制度整備（届出等）を要望いたします。

４（１）②　業務改善命令（電気通信事業法第
29条）

意見提出者名：株式会社ジュピターテレコム
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別紙 
 

概要 
NTT 東西による卸は、新たなサービスのイノベーションも期待できるが、その一方で各種の問題が

発生することも予想される。よって、開始前に予想される問題に対してガイドライン案のように対応

していただくことはもちろん、今後の新技術の開発による環境や市場環境の変化に対して臨機応変に

対応していただき、市場の競争環境を永続的に整備することで、日本の通信市場の活性化と技術開発

及びサービス開発等が阻害されることのないよう監督をお願いしたい。 
 

 

 

 

 

 

 

  



項目 意見 

２ 本ガイドラインの目的と位

置付け 

 今回のガイドラインで業務改善命令をも含めた指導が総務省によってでき

ると書かれているが、出来るだけその監督内容について具体的な記述をして

いただきたい。客観的に第三者が判断出来るような指標を可能な限り用い、

可能な限りの公表していただくことで透明性を確保し公正な運用をお願いし

たい。 

 卸販売を行うNTT東西はもとより、卸先事業者である携帯事業者と ISPの事

業規模は桁違いに差があるため、対等な契約関係や事業運営が出来るよう

適切な監督を適宜（例えば四半期ごと）などに行うことを求めたい。 

２ 本ガイドラインの目的と位

置付け 等 

 今回のこの新サービス開始に当たり、各 ISP は NTT 東西及び NTT ドコモと

機密保持契約を結ぶこととなった。よって、事業者間での情報共有を行うこと

が出来ない。両者と ISP、特に地域 ISPの事業規模は、何桁もの違いがありほ

ぼ NTT 東西及び NTT ドコモの意思に反するような行動を取ることが出来な

い。また、事業者説明で言われているように「この趣旨に賛同できる事業者の

み」契約すればよいということは、NTT 東西及び NTT ドコモの方針に従わな

いものはサービスを提供しないと言うことであり、レイヤー間で十分な競争条

件が担保されているとは言いがたい。また、機密保持契約による事業者間の

情報交換阻害は、「いつ、どのような提供条件が提示されたり変更されたか」

を知ることが出来ず、やはりこれにおいても同様に公正で透明な競争環境が

阻害されていることに他ならない。 

 公平性と透明性を担保するためには NTT 東西、NTT ドコモからの提供条

件について事業間で情報交換する仕組みがなければ，他社と比較できない

ため契約締結後は、事業者間で情報提供を認め定期的に総務省が監督す

る制度等が必要だと考える。 

４（１）① 指定電気通信役務

に関する規律（電気通信事業

法第 20 条等） 

及び 

４（４）卸先契約代理業者に適

用される主な規律 

 消費者保護の観点からも、2 回目以降の転用の際、電話番号を同番移行

できない件について、システムの改善を要請していただきたい。なぜなら、こ

こ数年の販売代理店による光回線の売り方については各所で問題になって

いるように、特に地方に高齢者を狙っているものが多く、これらの人々が知ら

ずに卸先事業者と契約を行った場合、次回以降で他社と契約する際に電話

番号が引き継げず問題が発生することは容易に想像できる。携帯電話では

同番移行が出来るため、また、過去日本において引っ越し等の物理的移動

をすることもなく電話番号を維持できなかったことは無いため、卸先事業者の

変更に伴い電話番号の強制変更となると、相当な混乱も起こると予想できる。

もし、電話番号が変わってしまった場合における各所の損害はそれ相応であ

り、企業においては各種印刷物等全ての修正や受注との機会損失は計り知

れない。個人においても同様である。よって、仮に同番移行ができないので

あれば、卸先事業者との契約時における重要事項説明の一つとし、契約者

の署名等を必要とするよう要望したいと考える。 



４（１）卸提供事業者に適用さ

れる主な規律全般 

 NTT 東西による役務提供義務について、悪徳業者等への卸であっても「義

務」ということで、回線の切断や解約が出来ないことがこれまでに何度か有っ

た。例えば、昨年不正アクセスのために利用された中国系の企業がプロキシ

ーサーバを提供していた事件においても回線を切断することが柔軟に対応

できなかった。もちろん、役務利用者を容易に切断(解約)してしまうような状

況になることはよくないが、不正アクセス等が行われている蓋然性が非常に

高い状態で放置されることもまた問題だと考えられる。 

光回線卸が円滑に運用されるために、総務省による役務利用事業者の監督

及び行政指導、また卸元事業者である NTT 東西による監督が適正に行われ

る体制が構築されることを要望する。 

 また、消費者保護の観点から卸先(役務利用)事業者の廃業等による卸先

(役務利用)事業者が存続し得なくなった場合、円滑に利用者が他の卸先(役

務利用)事業者が移行できるよう、先の同番移行の問題も含めて、その移行

のためのスキームがあらかじめ構築されていることを要望する。その際、消費

者保護の観点から一時的にNTT東西から提供される光回線の附帯サービス

(例えばインターネット接続サービスなど)が永続的に NTT 東西によって提供

されることのないよう要望する。 

４（２）及び（３）卸先事業者全

般 

  今般、NTT ドコモより発表された新サービスの価格体型は、「プラン A」及

び「プラン B」という形で提示されている。ISP はこのどちらかを選択するか、価

格的に非常に不利なるアンバンドルメニューを選ぶしかない。これは圧倒的

優位な立場にある NTT ドコモによる価格統制に他ならず、電気通信事業法

の 30 条等に触れる可能性があると思われる。国有財産である電波を利用し

ている大手事業者が、自由競争の市場で多数有る ISPの価格をあらかじめ決

定し、実質的に規定することは我が国における自由競争を別の形で免許事

業者が支配することであり、これまで安価に高品質なサービスを提供してきた

国内事業者の公平な競争環境とその事業を阻害する大きな原因となることは

明らかである。 また、これに関して、NTT ドコモが各事業者とあらかじめ機密

保持契約を結ばせることで、事業者間の情報共有を阻害し、圧倒的優位な

事業者が小規模事業者を意のままに操るという意図の元に行われ、不当な

圧力がかけられたものである。よってこのことについて改善がなされるよう、

NTT ドコモに対して改善を要望し総務省にはその指導をお願いしたい。 

４（２）及び（３）卸先事業者全

般 

 さらに、昨年あたりより急増している MVNO についても携帯各社が携帯電

話番号の割り付け作業を独占おりMVNO事業は自社にてこの業務を行うこと

ができない。SIM カードの承認というボトルネックが NTT ドコモにある。MVNO

事業者はその元締めであるNTTドコモに対して卸してもらっているという立場

上、弱い立場であることには違いなく、今回のこの NTT ドコモによるセット販

売へも影響がないとは言えないのではないかと考える。MVNO については電

話番号の割り付けだけでなく、MNO 網からインターネットへの接続に関して

も、やはり NTT ドコモに独占されていることから、価格の弾力性もサービス展



開の柔軟性も生まれにくくなっており、競争阻害要因になっている 

４（２）及び（３）卸先事業者全

般 

 卸先事業者による競争阻害的な情報収集はもちろん、特に携帯電話事業

者がインターネット接続をセット販売する場合、ISP 等の不利となるような契約

をその中に盛り込んだりすることが無いよう十分な監督を行っていただき、ま

たその様な場合には業務改善の指示等の徹底をお願いしたい。 

５（別表）（１）③技術的条件に

係る不当な差別的取扱い 

現状では、「まずサービス開始ありき」になっているため、顧客データの情報

をファイルベースで行うことになっており、約 1 年を目処に NTT 東西のシステ

ムに繋ぎ込むこととなっている。当然、その詳細な仕様については、未だ公

開されていない。今回の卸提供に関しては中小の事業者も数多く参加するこ

とが見込まれるため、この繋ぎ込みのソフトウエア開発については最小限で

すみ、多くの事業者が容易に接続でき、この部分が新規参入の障壁になるこ

とが無いよう十分に留意していただきたい。 

５（別表）（１）⑤競争阻害的な

情報収集 

 以前約款改正時に、過去において特に問題のなかった相互接続事業者に

対してまでも、合理的理由なくそれまで取らなかった債権保全のための預託

金を要求したり、大幅に増額を要求するような事態が発生し、中小事業者へ

の不当とも思われる行為が行われて問題になった経緯がある。今回のこの件

についてもこのようなことが発生することのないよう、十分な監督と指導を総務

省にはお願いしたい。 

４（２）及び（３）卸先事業者全

般 

及び 

４（４）卸先契約代理業者 

 過去、利用者が回線を ISDN から ADSL への移行する際、あるいは ADSL

から光回線へ移行を行う際などに、「コンサルタント」と称する NTT 東西の回

線工事予約を利用者と直接電話等で話す機会があった。その際、特定の ISP

へ誘導を行うということが何年にもわたって繰り返され、度重なる要望にもか

かわらずほとんど改善されることなく、特に中小 ISP は泣き寝入りをしてきた経

緯がある。現状、NTT ドコモによる説明ではその様なことはないとのことだが、

振り返ってみればその言葉を信用することは容易ではない。 

 すでにドコモショップにおいては受付が始まっているが、ある地方 ISPによる

と、地元のドコモショップにて「地元 ISP は使えますか？」と尋ねたところ、「利

用できません」の一言でアンバンドルメニューの説明もなかったと聞く。このよ

うな事例は既に数カ所で起こっており、NTT ドコモの発表しているような ISP

の平等な取り扱いはサービス開始前より既に行われておらず、今後サービス

が展開されて行くに従ってさらにこのような不平等な扱いがなされることにつ

いては、総務省によって厳重に監視し、不当な取り扱いがあった場合には厳

しく行政指導が行われることを強く要望する。 

 



 

 

意見書 

 

平成２７年２月１９日 

総務省総合通信基盤局 

電気通信事業部事業政策課 御中 

 

郵便番号 108-0075 

（ふりがな）     とうきょうとみなとくこうなんにちょうめじゅうろくばんいちごう 

住 所  東京都港区港南二丁目１６番１号 

（ふりがな）                              かぶしきがいしゃ 

氏 名  ＵＱコミュニケーションズ株式会社 

のざか      あきお 

    代表取締役社長 野坂 章雄 

 

 

 

 

「ＮＴＴ東西のＦＴＴＨアクセスサービス等の卸電気通信役務に係る電気通信事業法の適用に

関するガイドライン（案）についての意見募集」に関し、別紙のとおり意見を提出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(別紙)

意見
　　　　　　　　　　　　　　項目
(※セルの右下の▼ボタンから、必ずプル
ダウンの項目を選択してください。)

従前から述べておりますとおり、ＮＴＴグループは、モバイル事業
だけでなく、固定通信事業の分野においても、依然、圧倒的な
市場支配力、ブランド力を有する状況です。
巨大なＮＴＴグループによるモバイル・固定に亘るサービスや
セット割など、固定通信事業における市場支配力が携帯電話や
BWA事業の分野に及んだ場合には、日本のブロードバンド市場
やMVNO市場はＮＴＴグループに席巻されます。
その結果、昭和６０年制度改革以来の競争促進政策に逆行し、
最終的には料金の高止まりなど、消費者利益に反することとな
ります。

今般のNTT東西殿の光アクセス回線の卸売サービス提供にあ
たっては、「卸提供事業者」であるNTT東西殿及び「市場支配的
な卸先事業者」であるNTTドコモ殿のみならず、NTTグループ各
社において本「NTT東西のFTTHアクセスサービス等の卸電気
通信役務に係る電気通信事業法の適用に関するガイドライン
（案）」に抵触するような行為が行われることがないよう、総務省
殿において運用状況を適宜チェック頂くと共に、必要に応じてガ
イドラインの見直しを行って頂くよう要望致します。

２　本ガイドラインの目的と位置付け

報道等によれば、本年２月より、卸先事業者の販売勧誘活動が
開始されていると承知しておりますが、ＳＮＳ等では、光卸サー
ビスに関する電話勧誘販売での苦情が発生している状況であ
り、既に、本ガイドラインで指摘されているような紛らわしい勧誘
が行われていると考えられます。
　このような動きは、ICTサービス安心・安全研究会において提
言された消費者保護ルールの見直し・充実の方向性に逆行す
るものであり、特に、本年は新たな消費者保護ルールが導入さ
れる直前の年であることから、卸先事業者やその代理店による
モラルハザード的販売勧誘が横行し、苦情・相談件数が激的に
増加することを懸念しております。
　そのため、消費者保護の観点でも、新たな消費者保護ルール
が導入されるまでの間、サービス卸を開始すべきではないと考
えております。
　総務省殿におかれましては、卸先事業者において問題のある
販売活動が確認された場合には、苦情が増加する前に適切な
ご指導を実施いただきますとともに、苦情発生件数の分析等を
行う際には、電気通信サービス全体の苦情とサービス卸に関す
る苦情を切り離して分析いただくなど、既存の電気通信事業者
の苦情低減の取り組みを適切に評価いただくことを要望致しま
す。

６　消費者保護の充実等の観点から望ま
しい行為

意見提出者名：ＵＱコミュニケーションズ株式会社



 

意見書 

 
平成 27年 2月 19日 

 
総務省総合通信基盤局 
電気通信事業部事業政策課 御中 
 
 
 
              郵便番号 100－8116 

              住所  東京都
とうきょうと

千代田区
ち よ だ く

大手町
おおてまち

一丁目
いっちょうめ

５番１号 

大手町
おおてまち

ファーストスクエア イーストタワー 

              名称及び代表者の氏名 

                   日本電信電話株式会社
にっぽんでんしんでんわかぶしきがいしゃ

 

                   代表取締役社長 鵜浦
うのうら

 博夫
ひ ろ お

 
 

 
 
 
 
 
「ＮＴＴ東西のＦＴＴＨアクセスサービス等の卸電気通信役務に係る電気通

信事業法の適用に関するガイドライン（案）についての意見募集」に関し、別

紙のとおり意見を提出します。 
 
 
 
 
 

 

               



(別紙)

意見
　　　　　　　　　　　　　　項目
(※セルの右下の▼ボタンから、必ずプルダウンの項
目を選択してください。)

　ＮＴＴグループは、情報通信市場のさらなる発展による日本経済の成長に向けて、「光コラボ
レーションモデル（サービス卸）」により、多様なプレイヤーとのコラボレーションを通じたイノベー
ションの促進を図り、価値創造を競い合う新たな競争のステージを実現していく考えです。

　本ガイドライン案は、通信キャリア間のスイッチング競争を助長する過度のキャッシュバック等
の行為に対して一定の歯止めをかけるなど、事後規制としての業務改善命令などに関する法令
解釈の明確化を図っており、また、多様なプレイヤーによる新しい価値創造への挑戦に対して新
たな規制を課すものではないことから、ＮＴＴグループとしても、その趣旨に賛同いたします。

　今後も、多様なプレイヤーの創意工夫によるイノベーションの促進を図り、新事業や新サービス
の創出により、ユーザ利便の向上や経済の成長を実現していくためには、法令解釈の明確化を
図ることで規制の予見可能性を高め、事後規制による萎縮効果が働かないようにしていくことが
重要であり、事前規制から事後規制を原則とする政策への転換をさらに進めていくことが必要で
あると考えます。

２　本ガイドラインの目的と位置付け

意見提出者名：日本電信電話株式会社



 

意見書 

 
平成 27年 2月 19日 

 
総務省総合通信基盤局 
電気通信事業部事業政策課 御中 
 
 

郵便番号    ５４０－８５１１ 

住所       大阪府
お お さ か ふ

大阪市
お お さ か し

中央区
ちゅうおう く

馬場町
ばんばちょう

３番
ばん

１５号
ごう

 

名称及び    西日本
にしにっぽん

電信
でんしん

電話
で ん わ

株式
かぶしき

会社
がいしゃ

 

代表者の氏名 代表取締役社長 村尾
む ら お

 和俊
かずとし

 

                       

 
 
「ＮＴＴ東西のＦＴＴＨアクセスサービス等の卸電気通信役務に係る電気通

信事業法の適用に関するガイドライン（案）についての意見募集」に関し、別

紙のとおり意見を提出します。 



(別紙)

意見
　　　　　　　　　　　　　　項目
(※セルの右下の▼ボタンから、必ずプルダウンの項
目を選択してください。)

・２０２０年代に向けては、世界最高レベルの情報通信基盤を最大限に活用して、通信キャリ
アのみならず多様なプレイヤーとのコラボレーションによるイノベーションが促進され、新事業
や新サービスの創出により、経済の活性化を図り、社会的課題の解決や国民生活の向上を
実現していくことが重要であると考えており、当社としても、バリューパートナーとして、多様な
プレイヤーによる新たなサービス創造を下支えしていくべく、平成27年2月1日より、「光コラボ
レーションモデル」（サービス卸）の提供を開始しました。

・本ガイドライン案は、事後規制としての業務改善命令などに関する法令解釈の明確化を図
るものであり、多様なプレイヤーによる新しい価値創造への挑戦に対して新たな規制を課す
ものではないことから、当社としては、これを遵守していく考えです。

・今後も、多様なプレイヤーの創意工夫によるイノベーションの促進を図り、新事業や新サー
ビスの創出により、ユーザ利便の向上や経済の成長を実現していくためには、法令解釈の明
確化を図ることで規制の予見可能性を高め、事後規制による萎縮効果が働かないようにして
いくことが重要であり、事前規制から事後規制を原則とする政策への転換をさらに進めていく
ことが必要であると考えます。

２　本ガイドラインの目的と位置付け

意見提出者名：西日本電信電話株式会社



 

 

意見書 

 

平成 27年２月 19日 

総務省総合通信基盤局 

電気通信事業部事業政策課 宛て 

 

郵便番号 650-0027 

（ふりがな）ひょうごけんこうべしちゅうおうくなかまちどおり 

住所  兵庫県神戸市中央区中町通 2 丁目 

3 番 2 号 神戸駅前ツインビル 7 階 

（関西ブロードバンド株式会社 内） 

（ふりがな）でぃーえすえるじぎょうしゃきょうぎかい かいちょう みす ひさし 

氏名   ＤＳＬ事業者協議会 会長 三須 久 

 

 

 

「ＮＴＴ東西のＦＴＴＨアクセスサービス等の卸電気通信役務に係る電気通信事業法の適用に

関するガイドライン（案）についての意見募集」に関し、別紙のとおり意見を提出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(別紙)

意見
　　　　　　　　　　　　　　項目
(※セルの右下の▼ボタンから、必ずプルダ
ウンの項目を選択してください。)

現在、NTT東西殿がサービス卸を提供されるエリアには過疎地エリアが多く含ま
れるが、その中の多くのエリアでは国や地域の税金を活用して構築した自治体の
設備をNTT東西殿が運営しているエリア（公設民営IRUエリア）、または補助金を提
供されて構築したNTT東西殿の設備を、彼ら自身が運営しているエリア（民設民営
補助金エリア）が存在する。
現在、各事業者に提示されているサービス卸料金は、そういったエリアにおいて
も、基本的にはそれ以外のエリアと同様の料金が設定されているが、設備の減価
償却や維持費用に鑑みれば、税を投入した地域の料金は、NTT東西殿の負担が
軽減されており、相応に減額すべきである。
一般的に、自治体が税を投入するようなエリアは、全国平均と比較して世帯収入
も低く、高齢化率も高い。高齢化が進んで、通常でも利用率が少ないエリアにおい
て、都心部と同様の金額の設定をすれば、単純に世帯収入の比較からも利用率
が向上しないことは明白であり、”光回線の利用率の向上”に資さず、問題であ
る。
さらに、税を投入しているエリアでそれ以上に問題視すべきは、当該地域の税の
投入がNTT東西殿の運営上の利益に寄与しているにも関わらず、他エリアと同様
の卸サービス料金によって、他地域と同様の利益を利用者からさらにNTT東西殿
に提供する形になっており、いわば、利用者が2重の利益提供を行っている構造
にある。”提供条件の利用者の利益に及ぼす影響”という観点において、この構造
は極めて問題であり、地方創生を掲げ国が地域の活性化を強く推進する中、逆に
地域の活力を削ぐものに他ならない。
以上より、上記のような税を投入している地域においては、住民属性や、既に税を
投入してNTT東西殿の負担が軽減されている事実を鑑み、当該エリアでは少なく
とも税の投入分に相応する卸サービス料金の減額を実施すべきである。

１　本ガイドライン策定の背景

意見提出者名：関西ブロードバンド株式会社



意見書 

 

平成 27 年 2 月 19 日 

総務省総合通信基盤局 

電気通信事業部事業政策課 御中 

 

 

郵便番号 105-7304 

住 所
（ ふ り が な ）

 東京都港区
と う き ょ う と み な と く

東新橋
ひがししんばし

一丁目 9 番 1 号 

氏 名
（ ふ り が な ）

 ソフトバンクＢＢ
びーびー

株式
かぶしき

会社
がいしゃ

 

代表
だいひょう

取締
とりしまり

役
や く

社長兼
しゃちょうけん

C E O
しーいーおー

 孫
そん

 正義
まさよし

 

 

郵便番号 105-7316 

住 所
（ ふ り が な ）

 東京都港区
と う き ょ う と み な と く

東新橋
ひがししんばし

一丁目 9 番 1 号 

氏 名
（ ふ り が な ）

 ソフトバンクテレコム株式
かぶしき

会社
がいしゃ

 

代表
だいひょう

取締
とりしまり

役
や く

社長兼
しゃちょうけん

C E O
しーいーおー

 孫
そん

 正義
まさよし

 

 

郵便番号 105-7317 

住 所
（ ふ り が な ）

 東京都港区
と う き ょ う と み な と く

東新橋
ひがししんばし

一丁目 9 番 1 号 

氏 名
（ ふ り が な ）

 ソフトバンクモバイル株式
かぶしき

会社
がいしゃ

 

代表
だいひょう

取締
とりしまり

役
や く

社長兼
しゃちょうけん

C E O
しーいーおー

 孫
そん

 正義
まさよし

 

 

郵便番号 105-0021 

住 所
（ ふ り が な ）

 東京都港区
と う き ょ う と み な と く

東新橋
ひがししんばし

一丁目 9 番 2 号 

氏 名
（ ふ り が な ）

 ワイモバイル株式
かぶしき

会社
がいしゃ

 

代表
だいひょう

取締
とりしまり

役
や く

社長
しゃちょう

 エリック・ガン 

 

 

 

「ＮＴＴ東西のＦＴＴＨアクセスサービス等の卸電気通信役務に係る電気通信事業法の適用に

関するガイドライン（案）についての意見募集」に関し、別紙のとおり意見を提出します。 

 

 



(別紙)

意見 項目
１　本ガイドライン策定の背景

２　本ガイドラインの目的と位置付け

３　本ガイドラインの対象となる特定卸
役務の範囲

意見提出者名：ソフトバンクBB株式会社、ソフトバンクテレコム株式会社、ソフトバンクモバイル株式会社、ワイモバイル株式会社

　東日本電信電話株式会社殿及び西日本電信電話株式会社殿（以下「NTT 東西殿」といいます。）が提供する特定卸役務については、平成26年6月6日に弊社共より提出させて頂い
た“NTT東西「光コラボレーションモデル」開始に関して”において①NTTグループ内における実質的なセット割引の提供、②相対取引の不透明性、③人的資源再配分によるグループ
内営業機能統合等のNTTグループ各社への優先的取扱い等の課題が懸念されることから、必要な措置を不足なく講じるよう要望させて頂きました。
　本ガイドライン案では『２ 本ガイドラインの目的と位置付け』において『特定卸役務の料金その他の提供条件の適正性・公平性の確保』を明記頂いておりますが、後述のとおり電気
通信事業法（以下「事業法」といいます。）による追加措置も不可欠であることから、本ガイドライン案の策定と併せ、事業法等の改正による新たな規律も導入して頂くことにより特定卸
役務に係る提供条件の適正性・公平性が確保されるものと考えます。
　そもそもNTT東西殿の第一種指定電気通信設備を利用した電気通信役務については、事業法に基づき接続における厳密な規制が課されています。「特定卸役務」が卸役務である
という理由によりこの厳密な規制が回避できてしまうのであれば、第一種指定電気通信設備との接続制度を蔑ろにすることになりかねません。
　したがって本ガイドライン案の制定及び法令改正により、第一種指定電気通信設備を利用した特定卸役務については、当然接続同等の規律が課されるべきであり、後述のとおり、
NTT東西殿が公表した保障契約約款は、特定卸役務と利用者向け小売サービス（フレッツ光サービス）を同一サービスとして扱い小売料金と同一料金を設定する等『料金その他の提
供条件の適正性等』が全く担保されていない状況であることを踏まえると、事業法の改正も含め、適正性・公平性を確保する施策を導入して頂くと共に導入後の十分な検証を行って
頂く必要があると考えます。



(別紙)

意見 項目
＜現時点で生じている問題について＞
　特定卸役務については、本ガイドライン案のとおり保障契約約款の事前届出義務、公表義務が課されており、NTT東西殿はサービス卸を提供するに当たり、保障契約約款を届出・
公表しました。しかしながら、卸先事業者向けのサービス卸と利用者向けのフレッツ光サービスとでは異なるサービスであるにも関わらず、保障契約約款の内容が含まれる「IP通信網
サービス契約約款」において、2つのサービスは同一のサービスとして扱われ、同一の条件（料金等）が記載されているように見受けられます。
　NTT東西殿は、平成26年10月16日に公表した「「光コラボレーションモデル」の提供条件等について」において、『自家利用の禁止』として『サービス提供プレイヤー様が専ら自社（一
定の基準を超える資本関係があるグループ会社など実態として同一の企業と考えられる場合を含みます）での利用を目的に卸サービスを利用することはできません』等と記載してお
り、サービス卸をフレッツ光サービスとは別のサービスと扱っていることは明らかです。
　また、サービス卸の保障料金が利用者向けであるフレッツ光と同じ料金ということは、卸先事業者で発生する営業費等の追加コストを考慮すると、卸先事業者はフレッツ光サービス
と競争可能な料金で提供することができず、利用者の利益を阻害することになります。
　したがって、『適正な料金その他の提供条件に基づく提供を保障することにより利用者の利益を保護する』という保障契約約款の趣旨に照らし合わせれば、当該保障契約約款につ
いて、NTT東西殿は速やかに、サービス卸とフレッツ光サービスに係る料金等の条件を個別に明示した形に修正すべきです。仮に修正しない場合には、事業法第20条第3項に基づ
き、総務大臣殿による約款の変更命令等の暫定的な対応を行う必要があります。
　なお、こうした点も含め、後述のとおり現行法に基づく規制の問題点は、事業法改正等により本質的な解決を図るべきと考えます。

＜現行法に基づく規制の問題について＞
〔問題点〕
　NTT東西殿による特定卸役務について、現行法に基づく保障契約約款等で規制する場合、以下のような問題が発生する懸念があります。
　① 料金水準について
　　卸料金を高額に設定する等、NTTグループ会社しか利用できない排他的な条件を設定するおそれがあること
　　（卸先がNTTグループ会社であれば、卸料金が高額であってもグループ会社のコストはNTT東西殿の収入となるため、グループ全体の収支に影響はない。）
　② 事後的な是正措置の影響について
　　卸先事業者がサービス提供を開始した後に是正措置が取られた場合は、卸先事業者は卸条件変更によるサービス内容の変更等を迫られ、顧客に混乱を与えるおそれがあること
　③ 外部検証性について
　　保障契約約款において特定卸役務の実質的な条件（料金等）が公表されないことから、NTT東西殿と特定卸役務の提供について交渉する事業者は、NTT東西殿から交渉で提示
された料金等が公正なのか判断できないおそれがあること
　④ 事後検証の充足について
　　契約書を確認した場合でも、以下のような特定の事業者を優遇する実態を把握し、検証することができないこと
　　－合意に至るまでの交渉過程で、NTTグループ会社へ事前の情報共有を行う等、契約書の内容以外において特定の事業者を優遇すること
　　－新たなサービスの開始やその内容、各種条件の変更に関する事項等をNTTグループ会社に対し優先的に連絡等を行うこと
　　－サービスの企画やシステムの改修を行う際に、NTTグループ会社のみが利用しやすい条件を採用すること　　　　　　　　　　　　　　等

〔解決策〕
　上記①～③の問題を解消するためには、「接続約款」と同等の事前認可制の導入が必要であり、仮に導入されない場合は、少なくとも以下の点について、事業法改正等により担保
すべきと考えます。
　・小売役務と卸役務を明確に区別した保障契約約款の作成
　・保障契約約款のうち卸役務に係る約款届出時期の前倒し（検証期間として届出後少なくとも30日程度の期間を設ける等）
　・保障契約約款のうち卸役務に係る約款の届出時点での公表
　・個社ごとの契約書の事後届出

　また、上記④の問題を解消するためには、相対契約その他の取引条件についての適正性やNTTグループ会社等特定の事業者を優遇していないかといった公平性について、以下
のような項目を検証するために、卸先事業者との協議状況等も調査できるようNTT東西殿内に第三者機関を設置する必要があると考えます。併せて、卸先事業者等が、検証結果に
至った根拠・理由、数値データ、判断基準等、検証の経緯を確認できる情報の公表も必要と考えます。
　・ 特定卸役務の料金がNTT東西殿の利用者料金に比して、社会的経済的事情に照らして適正な原価率となっているかの検証
　・ 相対契約において、NTTグループ会社等特定事業者を優遇していないか等の検証
　・ 情報提供おいて、NTT東西殿とNTTドコモ殿の間で情報の優先的提供が行われていないか等の同等性の検証
　・ 業務委託や営業支援策（販売奨励金）等、電気通信役務以外の取引条件について、NTT東西殿とNTTドコモ殿の間で優先的条件が設定されていないか等の同等性の検証

４（１）①　指定電気通信役務に関する
規律（電気通信事業法第20条等）



(別紙)

意見 項目
　本ガイドライン案においては、特定卸役務の料金について、『競争事業者を排除又は弱体化させるために適正なコストを下回る料金を設定すること』を事業法上問題となり得る行為
としています。
　しかしながら、一方で、卸料金を高額に設定した場合も、実質NTTグループ会社しか採算が合わなくなり、特定卸役務を利用するNTTグループ以外の『競争事業者を排除又は弱体
化させる』ことになりかねません。これは、卸先事業者がNTTグループ会社であれば、その卸料金支払コストは、NTT東西殿の収入となるため、グループ内ではコスト増にはならず、グ
ループ全体の収支に影響しないためです。
　この点、本ガイドライン案においては、『利用者に対する料金よりも高い料金を設定すること』のみを問題視していますが、少なくともNTT東西殿が特定卸役務の提供において負担す
る必要のなくなる営業費（請求・収納・販売費用等）を利用者料金から差し引いた額以下でなければ、NTTグループ会社とその他の事業者との競争は不可能であることから、本ガイド
ライン案を以下のとおり修正・追記すべきと考えます。
【修正前】
・特定卸役務の料金について、利用者に対する料金よりも高い料金を設定すること。
【修正後】
・特定卸役務の料金について、利用者に対する料金から卸役務提供において負担する必要のない営業費等を差し引いた料金よりも高い料金を設定すること。
【追記】
（該当条項）第29条第1項第5号

　また、本項目においては、利用者に対する料金について、『必ずしも契約約款、契約書等に記載された特定卸役務の料金のみを指すものではなく、割引等を考慮した実質的な料金
を指す場合がある』と定義しています。当該記載のとおり、利用者に対する料金は、実際に契約約款、契約書等に記載された料金と大きくかけ離れており、これが恒常化しているのが
実態です。したがって、『割引等を考慮した実質的な料金を指す場合がある』と例外的な記載とするのではなく、実質的な料金で本規制を運用するため、本ガイドライン案を以下のとお
り修正すべきと考えます。
【修正前】
13 ここでいう料金は、必ずしも契約約款、契約書等に記載された特定卸役務の料金のみを指すものではなく、割引等を考慮した実質的な料金を指す場合がある。
【修正後】
13 ここでいう料金は、必ずしも契約約款、契約書等に記載された特定卸役務の料金のみを指すものではなく、原則として割引等を考慮した実質的な料金を指す。

　なお、卸料金のみならず、工事費や手続費についても、高額に設定された場合、上記と同様の問題が発生することから、併せて本ガイドライン案に以下のとおり追記すべきと考えま
す。
【追記】
・特定卸役務の工事費、手続費等について、実際のコストに比して著しく高額な料金を設定すること。

　更に、特定卸役務の提供に当たり、NTT東西殿から自己の関係事業者への営業支援策（販売奨励金等）を通じた優遇が行われた場合、仮に特定卸役務の料金自体が同額で提供
された場合でも、実質的に他の卸先事業者との同等性は確保されないことから、本ガイドライン案に以下のとおり追記すべきと考えます。
【追記】
・特定卸役務の提供に当たり　自己の関係事業者に対し、営業支援策（販売奨励金等）を通じた不当に優遇等を行うこと

　これらの料金等の適正性については、接続料におけるスタックテスト同様に、特定卸役務の料金等と利用者料金との関係についての検証を実施し、第三者が確認できるようにする
ことが必要と考えます。ガイドラインを整備する等、スタックテスト同等の検証ができるような制度を構築すべきと考えます。
　また、特定卸役務の費用は当然当該卸役務により回収されるべきものであり、設備改修等の名目で接続料原価に特定卸役務に係る費用を算入することがないよう、会計の分離を
厳格化すべきと考えます。仮に特定卸役務の費用が接続料原価に算入され接続料が上昇する場合、接続によりFTTHに係る役務を実施している事業者の収益を圧迫することにな
り、結果として料金値上げ等利用者への悪影響も懸念されます。したがって、特定卸役務に関する会計の分離についても担保する必要があると考えます。

５（別表）（１）①競争阻害的な料金の設
定



(別紙)

意見 項目
　サービスの提供開始時期も、利用者の選好要因の一つであり、本ガイドライン案のとおり、特定卸役務の提供手続及び提供までの期間について、同等性を確保することが必要と考
えます。この際、自己の関係事業者のみならず、NTT東西殿自身でフレッツ光サービス等を提供する場合との同等性も当然確保されるべきものであることから、本ガイドライン案を以
下のとおり修正すべきと考えます。

【修正前】
・特定卸役務の提供手続及び提供までの期間について、自己の関係事業者に比べて提供時期を遅らせるなど合理的な理由がないのに卸先事業者によって差が生じること。

【修正後】
・特定卸役務の提供手続及び提供までの期間について、自己又は自己の関係事業者に比べて提供時期を遅らせるなど合理的な理由がないのに卸先事業者によって差が生じるこ
と。

５（別表）（１）②提供手続・期間に係る
不当な差別的取扱い

　今後、特定卸役務については、様々な形態で提供される可能性もありますが、その際に特定の事業者を優遇する仕様・条件等とされた場合、イノベーションを阻害することになるた
め、本ガイドライン案のとおり、技術的条件について、同等性を確保することが必要と考えます。

５（別表）（１）③技術的条件に係る不当
な差別的取扱い

　特定卸役務の提供に当たり、卸先事業者によって提供されるサービス仕様（サービスそのもののみならず、提供に係る手続等も含む）に差が生じる場合、卸先事業者が利用者へ提
供するサービス品質の差に直結するため、不当な扱いを受けた卸先事業者は競争力が低下し、公正な競争が阻害されることになります。したがって、本ガイドライン案のとおり、サー
ビス仕様に係る不当な差別的取扱いが禁止されることは必要と考えます。

５（別表）（１）④サービス仕様に係る不
当な差別的取扱い

　卸提供事業者が、特定卸役務の提供において必要のない卸先事業者の事業計画等（利用者料金の水準や料金体系、一体として提供しようとするサービス等）の内容を聴取した場
合、卸提供事業者又はその関係事業者は、当該情報を踏まえ、卸先事業者に比して有利な事業展開をすることも可能になります。したがって、本ガイドライン案のとおり、競争阻害的
な情報収集を禁止することは必要と考えます。
　一方で、卸提供事業者による情報収集段階においては、卸先事業者において提供する情報が競争阻害的な情報かは判断することはできません。したがって、特定卸役務の提供に
当たり、卸提供事業者が卸先事業者から必要性や使用用途が不明確な情報を取得することのないよう、本ガイドライン案を以下のとおり修正すべきと考えます。

【修正前】
・特定卸役務の提供に当たって、卸先事業者の事業計画等（利用者料金の水準や料金体系、一体として提供しようとするサービスなど）の内容を合理的な理由なく聴取すること

【修正後】
・特定卸役務の提供に当たって、卸先事業者の事業計画等（利用者料金の水準や料金体系、一体として提供しようとするサービスなど）の内容を、必要性及び利用目的を明示するこ
となく並びに合理的な理由なく聴取すること

５（別表）（１）⑤競争阻害的な情報収集



(別紙)

意見 項目
　これまで第一種指定電気通信設備の利用は、NTT東西殿の「設備部門」の設備との接続を中心とした規制体系であったため、NTT東西殿において、「設備部門」が「設備部門以外
の部門」と接続事業者等の他社との同等性が確保されるよう、機能分離等により、両部門間に一定のファイアウォールが設けられてきました。しかしながら、特定卸役務においては、
NTT東西殿の「設備部門以外の部門」が、「設備部門」から回線を調達し、卸先事業者に提供することになることから、「設備部門以外の部門」が「設備部門」や卸先事業者の情報を合
理的な理由なく利用することについても、明確に禁止されるべきであり、本ガイドライン案を以下のとおり修正すべきと考えます。

【修正前】
・特定卸役務の提供に関して知り得た卸先事業者の情報を、合理的な理由なく、社内の他部門又は自己の関係事業者の営業目的など、その用に供する目的以外の目的のために利
用し、又は提供すること。
【修正後】
・特定卸役務の提供に関して知り得た卸先事業者の情報を、合理的な理由なく、社内の自部門、他部門又は自己の関係事業者の営業目的など、その用に供する目的以外の目的の
ために利用し、又は提供すること。

　なお、卸提供事業者で特定役務に関わっていた従業員が自己の関係事業者である卸先事業者に異動等する場合においても、実質的に他の卸先事業者の情報が提供されるおそ
れがあるため、基本的には制限されるべきものと考えます。

５（別表）（１）⑥情報の目的外利用

　特定卸役務及び当該役務に関連するサービスの開始や各種条件変更について、自己の関係事業者に比べその他の事業者への連絡等が遅れた場合、準備期間等を考慮すると、
実質的にサービス開始時期に差異が生じる等、競争上問題となる状況が想定されます。また、特にこうした情報提供の優遇は卸提供事業者の親会社からそのグループ会社に行わ
れる可能性がその組織構造上高いものと想定されることから、本ガイドライン案のとおり、「自己」を通じて提供される情報のみならず「自己の関係者」を通じて提供される情報を含め、
不当な差別的取扱いが禁止されることが必要と考えます。

　なお、平成26年5月13日に日本電信電話株式会社殿(以下「NTT持株殿」といいます。)が「光コラボレーションモデル」を発表され、NTT東西殿からは公式に料金その他の提供条件
の発表がなされる前の6月19日に、NTTドコモ殿が「サービス卸」の提供を受けてモバイルサービスと組み合わせ提供したいとの意向を示しました。提供条件の開示なしにビジネスモ
デルを検討することは困難であることから、このタイミングでの利用表明は事前に提供条件の開示を受けていたものと推測されます。したがって、本件に関し事業法上問題となり得る
行為に該当する事実があったのか、十分に検証されるべきと考えます。

５（別表）（１）⑦情報提供に係る不当な
差別的取扱い



(別紙)

意見 項目
　特定卸役務の提供に当たり、「卸先事業者に対して、特定卸役務を利用して提供される役務から接続を利用して提供される役務へと利用者を移転させることを不当に制限する」等
の行為が行われた場合、今後接続を利用してサービスを提供する事業者の参入が困難になり、多様なサービスの展開が阻害されることになります。したがって、本ガイドライン案にお
いて、卸先事業者の業務に関する不当な規律・干渉として、こうした行為を明確に禁止することが必要と考えます。

　なお、NTT東西殿においては、平成26年10月16日に公表した「「光コラボレーションモデル」の提供条件等について」として、サービス卸の提供条件を一部公表していますが、このな
かで、制限事項として、「サービス提供プレイヤー様が、卸サービスの顧客情報を用いるなどして、意図的に卸サービスから相互接続または当社以外の設備を用いて提供される競合
サービスへの移行を継続・反復的に行っている場合は、卸サービスの契約を解除し、違約金を適用させていただきます。」との記載がなされています。例えば卸先事業者がNTT東西
殿の営業支援を受け利用者を獲得したにも関わらず、即時解約し、相互接続等を用いて提供されるサービスへ利用者を移転させることにより、NTT東西殿の営業支援費を流用する
ような明らかに不当な行為は制限されるべきと考えますが、一方で通常の商慣習に照らしても、また競争促進の観点からも、自社の卸サービス利用者に対し、別のサービスをご案内
することまでが制限されるべきものではありません。したがって、NTT東西殿の当該条件は、本ガイドライン案に記載される「利用者を移転させることを不当に制限する」行為を含みう
る内容であり、NTT東西殿は自ら当該条件を取り下げ、又は変更しない場合、総務省殿による業務改善命令等の対応が必要であると考えます。

　また、NTT東西殿の関係事業者が提供する卸サービスから他の卸先事業者の提供する卸サービスに移転する場合に、囲い込みを行うような条件設定が行われると、卸先事業者間
の競争が阻害されることから、本ガイドライン案に以下のとおり追記すべきと考えます。
【追記】
・特定卸役務の提供に当たって、自己の関係事業者が特定卸役務を利用して提供する役務から他の卸先事業者が特定卸役務を利用して提供する役務に移転する場合等、他の卸
先事業者に対して、利用者を移転させることを合理的理由なく制限すること。

５（別表）（１）⑧卸先事業者の業務に関
する不当な規律・干渉



(別紙)

意見 項目
　特定卸役務に関する料金請求・回収代行業務等の受託に関しても、合理的な理由なく、特定の事業者についてのみ優先的又は不利な取扱いが行われた場合、不利な扱いを受け
た卸先事業者は競争力が低下し、公正な競争が阻害されることになります。したがって、本ガイドライン案のとおり、業務の受託に係る不当な差別的取扱いは禁止されることは必要と
考えます。

５（別表）（１）⑨業務の受託に係る不当
な差別的取扱い

５（別表）（２）①競争阻害的な料金の設
定等

５（別表）（２）②提供条件の説明の不実
施

５（別表）（２）③苦情等の処理の不実施

　NTT東西殿はNTT持株会社殿を通じ国が出資する特殊会社であり、公社時代に国民負担で構築した公共資産のボトルネック設備（2014年3月末時点加入者回線設備シェア83.7％）
を保有し、FTTH市場において70％を超える契約数シェアを持ち続ける等非常に強い市場支配力を有しているとともに、NTTドコモ殿についても「単独で市場支配力を行使し得る地位」
にある上、NTT持株殿が67％の株式を保有する特殊性を有しています。この市場環境において、公正競争条件が十分確保されないまま、NTT東西殿とNTTドコモ殿が連携すること
は、両市場におけるシェアを確実に固定化させるものであり、更に不透明性の残る相対契約での取引は、NTTグループ内の優遇行為や内部補助を引き起こす可能性があります。
　支配的な電気通信事業者であるNTTドコモ殿による排他的な割引サービスを禁止することは、公正競争環境確保のためには必要ですが、以上のように特にNTT東西殿との連携に
ついては、固定・移動双方の市場において公正競争が阻害されるおそれが極めて強く、本来禁止されるべきものと考えます。

５（別表）（３）②排他的な割引サービス

　支配的な事業者であるNTTドコモ殿が自己の関係事業者と排他的に連携する場合、連携業務が電気通信役務でなくとも、自己の関係事業者の市場は、NTTドコモ殿の市場支配力
の影響を受け、公正な競争環境が阻害される恐れがあります。
　また、電気通信役務を提供しない企業を通じて、間接的に自己の関係事業者である電気通信事業者との排他的連携が行われる場合もあります。（例：NTTファイナンス株式会社を
通じたNTTドコモ殿と自己の関係事業者との請求・収納業務の実質的排他的な連携）
　したがって、本ガイドライン案において禁止される「関係事業者と一体となって行う排他的な業務」として、「電気通信役務の提供以外」について明示的にこの範囲に含まれたことは、
非常に望ましいものと考えます。

５（別表）（３）③関係事業者と一体と
なって行う排他的な業務

　支配的な事業者であるNTTドコモ殿は、他社ISPと協業しなくとも自身でインターネット接続サービスを提供可能であることから、他社ISPとの協業に当たり、著しく優越的な地位を有
することになり、他社ISPに対する過度に高額な割引原資の強要等、不当な規律・干渉を行うことも懸念されます。したがって、本ガイドライン案に以下のとおり追記すべきと考えます。
【追記】
・特定卸役務の提供を受けて、他事業者の提供するサービスと提携する等の場合において、合理的な理由なく、過度に高額な割引原資の強要等を行うこと。

５（別表）（３）に項目追加

　特にサービス卸の開始当初、電話等による勧誘行為が同時期に多発することが想定され、消費者からの苦情増に繋がる可能性があります。したがって、卸先事業者及び卸先契約
代理業者は本ガイドライン案に示された紛らわしい説明行為等を禁止するのみならず、光ファイバに関する苦情の約半数を占める電話による勧誘行為について、一定の抑制を図る
べきと考えます。例えば、不特定多数への電話による勧誘行為はそれ自体が苦情に発展しやすいことに鑑み、第三者から提供を受けた個人情報が適法に取得されたことが確認でき
ない場合、当該情報を卸サービスの販売勧誘に活用すること自体を自粛する等について業界として取組むべきと考えます。
　また、これら消費者保護に係る取組みの実効性を担保するためには、総務省殿及び卸提供事業者であるNTT東西殿より、卸先事業者に対し、販売勧誘行為に関する適切な指導等
がなされることが必要です。具体的には、総務省殿においては、消費者、事業者及び業界団体からの申告等により、問題となる事案の発生が疑われる際には、必要な調査を行うとと
もに、当該調査の結果、問題となる事案の存在が認められる場合、対象となる卸先事業者及び卸先契約代理業者に対して是正措置を求める等の対策を講じるべきと考えます。ま
た、NTT東西殿においては、本ガイドライン案を含む関連法規等に基づき、販売勧誘活動を行う上で卸先事業者及び卸先契約代理業者が遵守すべき事項等の明確な基準を示して
頂き、当該基準を逸脱する行為が認められる場合、当該卸先事業者等へのペナルティ付与や卸サービスに係る契約破棄等を含む厳格な措置を講じて頂くべきと考えます。

６　消費者保護の充実等の観点から望
ましい行為

　本ガイドライン案においては、特定卸役務について卸先事業者（支配的な電気通信事業者を除く。）が行う問題となる行為が明記されており、この中で「セット割」に係る競争阻害的
な料金設定や過度なキャッシュバック等が具体的な事例としていくつか挙げられています。
　しかしながら、特定卸役務を利用せずに「セット割」を提供する事業者も存在しており、ここに挙げられている同一の規制が課せられているものと理解しております。当該事業者は本
ガイドライン案の対象外ではあるものの、不公正な競争環境を生み出さないため、また実効性のある規制とするためには、当該事業者にも同じ規制が課せられている旨を明記すべき
と考えます。
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「ＮＴＴ東西のＦＴＴＨアクセスサービス等の卸電気通信役務に係る電気通信事業法の適用に

関するガイドライン（案）についての意見募集」に関し、別紙のとおり意見を提出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(別紙)

意見
　　　　　　　　　　　　　　項目
(※セルの右下の▼ボタンから、必ずプルダウンの項
目を選択してください。)

本ガイドライン案は、特定卸役務の料金その他の提供条件の適正性・公平性の確保や、消費者保護の充実、同法の運用
の一層の透明化を図り、公正な競争環境と利用者利便の確保を実現を目的とするものであり、基本的な方向性に賛同しま
す。

しかしながら、特定卸役務の透明性確保及び本ガイドラインの実効性担保のため、総務省においては、卸提供事業者、卸
先事業者及び卸先契約代理業者における本ガイドラインの遵守状況について、定期的に調査・公表する旨をガイドラインに
記載いただきたい。

２　本ガイドラインの目的と位置付け

特定卸役務について、卸提供事業者が、特定の事業者を優遇するため、規制の受けない悪意の第三者（卸先事業者）を経
由して特定の事業者へ卸提供する恐れが考えられます。よって再卸については禁止すべき旨をガイドラインに記載いただ
きたい。

４（１）①　指定電気通信役務に関する規律（電気通信
事業法第20条等）

卸提供事業者の同一部門（利用部門）内に、FTTHサービスの小売販売と卸販売を担当する部署が並存した場合には、本
ガイドラインの問題行為とならず、双方の連携により卸提供事業者と卸先事業者の競争を阻害する恐れがあります。よって
同一部門であっても両部署間にファイヤーウォールを設けるように記載内容の適正化を図っていただきたい。

５（別表）（１）⑥情報の目的外利用

意見提出者名：東北インテリジェント通信株式会社
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平成２７年２月１９日 

総務省総合通信基盤局 

電気通信事業部事業政策課 宛て 

 

郵便番号   ６８３－０８５２ 

（ふりがな） とっとりけんよなごしかわさき 

住所     鳥取県米子市河崎６１０ 

（ふりがな） かぶしきがいしゃちゅうかいてれびほうそう 

だいひょうとりしまりやくしゃちょう はたの かずのり  

氏名     株式会社中海テレビ放送 

       代表取締役社長 秦野 一憲 
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(別紙)

意見
　　　　　　　　　　　　　　項目
(※セルの右下の▼ボタンから、必ずプルダウンの項
目を選択してください。)

卸先契約代理業者が、卸先事業者の定めた消費者が
支払うべき料金を一部または全部負担したり、消費者
に対するキャッシュバック等の行為の禁止を、ガイドラ
インに記載いただきたいと考えております。

４（４）卸先契約代理業者に適用される主な規律

特定卸役務の料金に関する大口割引において、「1 本
ガイドライン策定の背景」に記載されている“料金その
他の提供条件の適正性及び公平性が十分に確保さ
れる”を踏まえると、大口・小口といった契約数での割
引の考え方そのものが、ガイドラインの思想とは異な
ると考えられます。地方における小規模電気通信事業
者の立場からすると、ガイドラインの中で契約数の大
小による割引行為の禁止を記載いただきたいと考えて
おります。

５（別表）（１）①競争阻害的な料金の設定

消費者保護の観点として、サービスへの勧誘等の説
明で記載されている事例のほか、「勧誘を受ける消費
者が現在利用しているサービスを、セット割引や長期
契約割引等の適用なしの料金で説明し、勧誘を受け
たサービスの方が安価になるかのような紛らわしい説
明」を、ガイドラインに記載いただきたいと考えておりま
す。

６　消費者保護の充実等の観点から望ましい行為

消費者保護の観点として、サービスへの勧誘等の説
明で記載されている事例のほか、「勧誘を受ける消費
者が現在利用しているサービスを、具体的な根拠（計
測値等）がなくサービス品質（回線速度や通信安定性
等）が劣ると説明し、勧誘を受けたサービスの方が品
質が優れているかのような紛らわしい説明」を、ガイド
ラインに記載いただきたいと考えております。

６　消費者保護の充実等の観点から望ましい行為

意見提出者名：株式会社中海テレビ放送

1
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平成 27年２月 19日 

総務省総合通信基盤局 

電気通信事業部事業政策課 御中 

 

郵便番号 102－0074 

（ ふ りが な ）  とうきょうとちよだく くだんみなみ ちょうめ ばん ごう 

住   所 東京都千代田区九段南二丁目３番１号 

（ ふ りが な ）   ふゅーじょん こみゅにけーしょんずかぶしきがいしゃ 

氏   名 フュージョン・コミュニケーションズ株式会社 

 だいひょうとりしまりやく   いけぐち せいごう 

 代表取締役社長   池 口 正 剛 

 

 

 

 

「ＮＴＴ東西のＦＴＴＨアクセスサービス等の卸電気通信役務に係る電気通信事業法の適用に

関するガイドライン（案）についての意見募集」に関し、別紙のとおり意見を提出します。 



本ガイドラインにおいて、卸先事業者に分類される事業者（支配的な電気通信事業者以

外）が、懸案事項と認識するものは、本ガイドラインの制定の背景となっている「公正

競争上の確保（下欄）」に係るものです。 

(1)「サービス卸の提供に当たり、事業者の自主性を最大限に尊重して弾力的・柔軟

な提供を可能とする現行制度の趣旨を踏まえつつ、総務省において、料金その他

の提供条件の適正性及び公平性が十分に確保されるとともに、イノベーションを

阻害しないことに留意しつつも、外部による検証可能性も含め、一定の透明性が

確保される仕組みの導入を検討することが適当である。」  

(2)「サービス卸の提供により電気通信市場の競争環境に影響を与え得る要素として

次のような事例が考えられるため、これらの点に留意し、総務省において必要に

応じ適切な措置を講ずることを検討することが適当である。  

・ 移動通信事業者がサービス卸の提供を受けて FTTH サービスと移動通信サービ

スをセットで割り引くこと（セット割引）が想定されるが、この場合、移動通

信市場において課題となっている過度のキャッシュバック等により、利用者に

提供される料金の適正性が実質的に損なわれ、固定通信市場における競争が歪

められるおそれがある。  

・ また、移動通信市場における禁止行為規制の適用事業者が、サービス卸の提供

を受けて FTTH サービスと自らの移動通信サービスを組み合わせて自己のサー

ビスとしてセット割引を提供することも考えられる。これが仮に正当な理由な

く排他的な組み合わせで提供されるとすると、当該サービスに関連して自己の

関係事業者のサービスを排他的に有利に取り扱うこととなるという点で、「自己

の関係事業者のサービスを排他的に組み合わせた割引サービスの提供」と実質

的に同様の行為である。 

 
(1)に係る対応について 

本ガイドラインは、特定卸役務に適用される電気通信事業法上問題となり得る行為の

事例を挙げ、それが同法第 29 条（業務の改善命令）又は第 30 条（禁止行為等）の対

象になることを中心に説明されています。 

当該の事例にあたる行為は当然是正されるべきものですが、その事例に至らない段階

においても、電気通信市場の競争環境への影響を注視し、公正競争の確保に適切な指

導がされるべきものと考えます。 

上記の指導には適切なデータの収集・分析その結果公表が必要です。 

①卸提供事業者：サービス卸料金の総務省への届出（公平性・適性性・透明性の確保）  

②卸先事業者 ：サービス卸の利用状況報告(四半期毎） 

③競争環境に与える影響の公表(四半期毎) 



・サービス卸市場の事業者別シェアの公表 

    ・自ら回線を設置する事業者間のシェアの公表（同上） 

 
(2)に係る対応について 

欄内の事例のとおり、移動通信事業者が利用者に提供する「セット割引」が、その資

金力を利用することで適正性が実質的に損なわれ、固定通信市場における競争が歪め

られることです。  

・移動通信事業者が料金設定する「セット割引」は、他事業者を排除した自社のみが

独占販売できる商品であることです。一般論としては、サービス提供事業者である

ため当然であるとも言えるかも知れませんが、電波という有限資源の活用から生ま

れた利益は公平であるべきと考えます。 

・本ガイドライン(P.14)では、「セット割引」の料金設定について懸念が生じた時には、

それぞれの役務の料金について合理的な説明を行うことが求められる。とされ、競

争阻害的料金の設定である場合は、電気通信事業法第29条（業務の改善命令）が該

当するとあります。しかし、本ガイドラインが記述する電気通信事業法上問題とな

る行為が認定されるまでには、相当の時間が必要とされ、その間に固定通信事市場

が固定化される恐れがあります。 

〇本件に係る政策案について 

上述のとおり「セット割引」を販売できる事業者が、当該移動通信事業者に限定さ

れるため、他の事業者はその料金の適正性についての懸念が生じます。 

他の事業者も当該移動通信事業者から「セット割引」を卸料金で仕入れて、利用者(エ

ンド・ユーザー)に販売することができれば、この懸念は解消できると考えます。 

利用者は、「セット割引」を複数の事業者から選択して利用することができることに

なります。これは、ＭＶＮＯの参入の促進と同様に、利用者にとって価格・サービ

ス面での選択肢を広げ、公共の財産である電波を各事業者が公平・効率的に利用で

きることを目的とすることに合致すると考えます。この「セット割引」の再販を可

能するための制度面の整備を要望致します。 

以上 
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住所 三重県津市あのつ台４丁目 7番地１ 
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氏名（注１）       株式会社 ZTV 
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関するガイドライン（案）についての意見募集」に関し、別紙のとおり意見を提出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(別紙)

意見提出者名：株式会社ZTV

意見

　　　　　　　　　　　　　　項目
(※セルの右下の▼ボタンか
ら、必ずプルダウンの項目を
選択してください。)

基本的に支持致しますが、下記事項のご検討をお願い致します。
５（別表）（１）①競争阻害的な
料金の設定

脚注11において、【卸提供事業者が卸先事業者に支払う販売促進費等は、「インセンティブ」「コミッション」といっ
た名称によらず、当該卸提供事業者による特定卸役務の料金の割引に該当するものとして取り扱われる場合があること
に留意が必要である。】と記載されていますが、この表現ではガイドラインの趣旨に反して抜け道が出来る可能性があ
ると考えられますので【特定卸役務の料金の割引に該当するものとして取り扱われるので留意が必要である。】と変更
をお願い致します。

脚注11において、【すなわち、実質的に特定の卸先事業者に適用が限定されることが明らかなような販売インセンティ
ブ等を設定する行為は、ここでいう大口割引に該当し、電気通信事業法上問題となることがある。】と記載されていま
すが、この表現ではガイドラインの趣旨に反して済し崩し的に実行されてしまう可能性があると考えられますので、
【電気通信事業法上問題となる。】と変更をお願い致します。

今回のガイドライン(案)には記載されていませんが、ＮＴＴ東西殿からの転用について、同一番号を引き継げる制度(Ｍ
ＮＰ)が１回のみに制限されると発表されています。これまで固定通信市場では同一番号の引継ぎ(ＭＮＰ)は何度でも認
められており、ＮＴＴ卸のみが１回の転用しか認められないということは明らかに、「競争阻害的な行為」に該当する
と考えますのでご検討をお願い致します。

脚注13において、【ここでいう料金は、必ずしも契約約款、契約書等に記載された特定卸役務の料金のみを指すもので
はなく、割引等を考慮した実質的な料金指す場合がある。】と記載されていますが、この表現ではガイドラインの趣旨
に反して抜け道が出来る可能性があると考えられますので、【割引等を考慮した実質的な料金も含む。】と変更をお願
い致します。

特定の事業者に対する優先的な取り扱いがされないように総務省殿での管理監督をお願い致します。

基本的に支持致しますが、下記事項のご検討をお願い致します。
５（別表）（１）⑧卸先事業者の
業務に関する不当な規律・干
渉

今回のガイドライン(案)には記載されていませんが、ＮＴＴ東西殿からの転用について、同一番号を引き継げる制度(Ｍ
ＮＰ)が１回のみに制限されると発表されています。これまで固定通信市場では同一番号の引継ぎ(ＭＮＰ)は何度でも認
められており、ＮＴＴ卸のみが１回の転用しか認められないということは明らかに、「競争阻害的な行為」に該当する
と考えますのでご検討をお願い致します。

基本的に支持致しますが、下記事項のご検討をお願い致します。
５（別表）（１）⑨業務の受託に
係る不当な差別的取扱い

特定の事業者に対する優先的な取り扱いがされないように総務省殿での管理監督をお願い致します。



(別紙)

意見提出者名：株式会社ZTV

意見

　　　　　　　　　　　　　　項目
(※セルの右下の▼ボタンか
ら、必ずプルダウンの項目を
選択してください。)

基本的に支持致しますが、下記事項のご検討をお願い致します。
５（別表）（２）①競争阻害的な
料金の設定等

この項目における【適正なコスト】とは、５（１）①脚注12で記述されている【適正なコスト】とは異なり、卸先事業
者が実施するものと理解してよろしいでしょうか。また、その場合ここで記述されている【適正なコスト】とは具体的
にはどの様なコストを意味するのでしょうか。

【(いわゆるセット割引)において、料金設定について懸念が生じた時】とは具体的にどの様な時が該当するのでしょう
か

【合理的な説明】とは具体的にどの様な事柄を想定しているのでしょうか。

【特定卸役務に係る需要を共通とする電気通信回線設備を設置する競争事業者の設備の保持が経営上困難となるおそれ
を生じさせること。】と記述されていますが、具体的にどのように判断をされるのでしょうか。

「家族全員で全ての割引を合計して年間◯◯万円お得」等の消費者を煽るような広告表記は、【特定卸役務に係る需要
を共通とする電気通信回線設備を設置する競争事業者を排除又は弱体化させるために適正なコストを著しく下回るよう
な料金の設定】【料金設定について懸念が生じた時】や【競争阻害的な料金設定や過度のキャシュバックなどの行為に
より、特定卸役務に係る需要を共通とする電気通信回線設備を設置する競争事業者の設備の保持が経営上困難となるお
それを生じさせること。】などの要件が当てはまらない限り許容されるのでしょうか。当てはまる場合は当然と考えま
すが、当てはまらない場合でもこのような消費者を煽るような広告表記は禁止事項として追加をお願い致します。

基本的に支持致しますが、下記事項のご検討をお願い致します。
５（別表）（２）②提供条件の説
明の不実施

【移動通信事業者(ＭＮＯ)が卸先事業者になり、特定卸役務の提供を受けて提供する電気通信役務と自社の移動通信の
役務とを組み合わせて料金設定を行って提供する場合(いわゆるセット割引)において、特定卸役務の提供を受けて提供
する電気通信役務の料金が適正なコストを著しく下回ることとなるかのような説明を行うこと。】についてこの条項は
当該卸先事業者が契約する契約代理業者にも適用されるのでしょうか。契約代理業者にも適用して頂きませんと抜け道
となりガイドラインの趣旨が形骸化する可能性が高いと危惧しております。
また、この項目で述べたような、卸先事業者が契約する契約代理業者に係る適用を、本ガイドラインの全項においてお
願い致します。

意見は５（別表）(２)に同じ。
５（別表）（３）①競争阻害的な
料金の設定等



(別紙)

意見提出者名：株式会社ZTV

意見

　　　　　　　　　　　　　　項目
(※セルの右下の▼ボタンか
ら、必ずプルダウンの項目を
選択してください。)

意見は５（別表）(２)に同じ。
５（別表）（３）④提供条件の説
明の不実施

意見は５（別表）(２)に同じ。
５（別表）（３）⑤苦情等の処理
の不実施

基本的に支持致しますが、下記事項のご検討をお願い致します。
６　消費者保護の充実等の観
点から望ましい行為

今回の特定卸役務における、電話サービスの利用について。
現状NTTフレッツで電話サービスを利用の方が、転用にてまず事業者を変えることは、工事なしに可能で、またナンバー
ポータビリティで同番移行が可能と聞いております。
その後、さらに他事業者に変える場合は同番移行ができないとの情報があります。
消費者が何らかのメリットを感じ、卸先事業者を変える際電話番号が同番で移行できないのは、消費者の事業者選択の
自由が奪われることになります。これは実質上、一度転用された消費者は、ほぼ永久に１事業者に縛られざるを得ない
状況に陥ります。競争事業者の弱体化をさせる要因にもなります。
同番移行は現状通り実施されるようにお願い致します。



 

 

意見書 

 

平成２７年２月１９日 

総務省総合通信基盤局 

電気通信事業部事業政策課 御中 

 

 

郵便番号 

住所 

氏名 

電話番号 

電子メールアドレス 

 

 

「ＮＴＴ東西のＦＴＴＨアクセスサービス等の卸電気通信役務に係る電気通信事業法の適用に

関するガイドライン（案）についての意見募集」に関し、別紙のとおり意見を提出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(別紙)

意見
項目

(※セルの右下の▼ボタンから、必ずプ
ルダウンの項目を選択してください。)

　本ガイドライン（案）が、平成年12月18日の答申に基づき、その総務省殿の対応が明示化された事に賛同しますが、
その一方で、【①サービス卸の提供に当たり、事業者の自主性を最大限に尊重して弾力的・柔軟な提供を可能とする現
行制度の趣旨を踏まえつつ、】に示される通り、NTT持株殿の自主的なお取り組みとして、NTT東西殿の回線部門とそ
れ以外の部門（営業部門やクラウド等の設備部門）がグループ内で別会社として分離されたならば、この回線分離会社
は、卸売契約でも相互接続契約でも、我が国の全てのステークスホルダーと、対等な関係性を築く事が可能となった事
だろう、と本意見者は考えます。
　この事から、別会社化になっていない状態であっても、【イノベーションを阻害しないことに留意しつつも、外部による
検証可能性も含め、一定の透明性が確保される仕組みの導入を検討することが適当である】とした平成年12月18日の
答申が果たされる事が必要不可欠であり、本ガイドライン（案）の運用によって、公正競争の確保の下で、我が国の公
共の福祉の向上が図られ、訪日観光客向けを含むWi-Fiスポットの拡充や、4K8Kコンテンツを含む2020年の東京オリン
ピック・パラリンピックへの対応、ならびにサイバーセキュリティへの対応（例：量子暗号化やNGNの秘匿通信性）が進む
とと共に、防災減災対策・少子高齢化対策・地方創成への寄与が図られる事を期待します。
　なお、本ガイドライン（案）が策定される前に、KDDIグループ殿や、一部CATV事業者殿から過剰反応とも言える程の
懸念が示されていたと本意見者は認識するものですが、残念ながら彼らは、採算性の良い都区部しか整備をしておら
れなかったり、ルーラル部は50Mbps以下とか100Mbps以下の回線であったりする自らの状況下へと、NTT東西殿の
FTTHが参入してくる事を恐れているようにも感じざるを得ず、そのご行動が契約者目線・消費者目線・地域創成目線に
立っているとは必ずしも捉える事が出来ないものでした。
　しかしながら、このサービス卸とは、NTT東西殿のFTTHを用いて、KDDIグループ殿やCATV事業者殿が卸先事業者と
なる事を拒むものではない事から、例えば老朽化した同軸ケーブルを張り替えるのではなく、この卸売契約回線を用い
てのCATVサービスを提供する事も可能と考えます（＊宮城県と愛媛県で、フレッツ光で提供される、「フレッツ・テレビ
伝送サービス」を用いたCATV配信の事例があります）。この事から、地域の絆を結うTV番組作成や、地域の魅力を全
国に発信するTV番組作成など、CATV事業者殿しか出来ない本当の価値創造を脅かすものでは無い、と思います。

<参考>
宮城ケーブルテレビ&フレッツ光　https://flets.com/catv/miyagi/
青葉ケーブルテレビ＆フレッツ光　https://flets.com/catv/aoba/
愛媛CATV＆フレッツ光　http://flets-w.com/catv/ehime/

　またCATV事業者殿は、au殿という1社の移動体通信事業者殿とのセット割ではなく、あまねくMNO／MVNOとのコラボ
レーションを図られていく事が望ましいと思います。特に地方CATV事業者殿におかれましては、その地域地域の住民
や法人の皆様方の移動体通信の選択の自由性が妨げられない為にも、あまねくMNO／MVNOとのコラボレーションを
目指して頂きたい、と願っております。
　是非、其々の事業者が、其々の得意や特色を発揮し、我が国の公共の福祉の向上が図られる事を、重ねて期待し得
る本ガイドライン（案）の運用となる様、総務省殿にお願い申し上げる次第です。

１　本ガイドライン策定の背景

　
同しますが、本ガイドライン（案）を運用するにおいて、【この相対契約に関する料金の適正性】を測る為の手段を、どの
ように総務省殿はご用意されたか？について、総務省殿のご説明を頂きたい、と考えます。

　例えば、卸提供事業者が、適正なコストを著しく下回る料金だけでなく、上回る料金を設定する可能性もゼロとは言え
ません。この度卸売を行われる事によって、NTT東西殿の現在のフレッツ光契約者数よりも契約者総数が増加した結
果として設備利用率が向上したり、人的コストを含む間接費用が削減される事によって、その卸売料金の原価が削減さ
れる事が、タイムリーに行われるのかが不明です。
　また、今迄は直接販売だった事から、NTT東西殿の内部では、「フレッツ光」としてのTV広告やチラシ等の広告宣伝
費、ならびにパンフレットや登り旗、ノベルティグッズ（例：ボールペン）等の販売促進費が計上されていたかと思います
が、卸先事業者は其々ブランド名（商品名）を用いる事からも、「フレッツ光」の広告宣伝費や販売促進費が、この卸売
原価に計上されない事が担保される必要があります。これは、それら「フレッツ光」の広告宣伝活動や販売促進活動に
係る、交通費・通信費・水道光熱費・文具費ならびに人件費も除外されている事が担保される必要も含みます。

　この事から、NTT東西殿が第一種指定電気通信設備を用いてのサービス卸を行われるのであれば、その接続会計
及び接続料算定に基づく会計監査を行える体制整備が求められる事からも、最も明確かつ、検証の実効性を担保し得
る方法は、『卸売りに特化したNTT東西殿から資本分離・会計分離を伴う設備網の別会社化（NTTグループ内での分社
化）』をNTT持株殿のご意志で行って頂く事が最善とは考えますが、本ガイドライン（案）による運用においても、別会社
化した場合と同等の、【この相対契約に関する料金の適正性】を測る為の手段を持ち合わせているかについて、総務省
殿のご説明を頂きたい、と考えます。

　また、移動体通信のMVNO向けの相対契約は、「第二種指定電気通信設備制度の運用に関するガイドライン」に基づ
き、パケット接続料金が毎年改定されておりますので、そうした尺度の設定ならびに運用を通じての見直しを図る事
（例：「モバイル接続料算定に係る研究会」のような検証スキームの設立等）で、当該料金の適正性、検証可能性及び
公平性の確保を進めて頂きたい、と考えます。

　なお、現在会期中の通常国会においては、経済産業省殿より提出予定の改正事業法において電力事業者殿が「発
送電分離」、ガス事業者殿が「導管分離」を2020年頃をメドに完成させる事を目指している事からも、本ガイドライン
（案）の運用を通じて、電気通信事業においても、「通信網分離の実現」をスタディしていく事（CATVを含む固定設備、な
らびに周波数運用部分における無線設備が相当）によって、卸売や相互接続に係る会計を透明化していく事も検討点
の１つと考えます。

４（１）②　業務改善命令（電気通信事
業法第29条）

意見提出者名：
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(別紙)

意見
　　　　　　　　　　　　　　項目
(※セルの右下の▼ボタンから、必ずプ
ルダウンの項目を選択してください。)

本ガイドラインは、情報通信審議会において議論された内容が例示等を踏まえて
具体的に織り込まれており、公正競争の確保に寄与するものと理解しております。

また、既にサービス卸が開始されていることに鑑み、本ガイドラインに加え、
　①「適正性・公平性・透明性」が確保される具体的仕組みの整備
　②電気通信市場の競争環境に影響を与え得る要素に対する適切な措置の
　　　さらなる充実
について要望いたします。

１　本ガイドライン策定の背景

契約内容が不透明となる相対契約においては、問題のある契約が市場に影響を
与える前に未然に防止できるよう、約款化等の制度導入が必要であると考えます。

また、競争事業者を排除又は弱体化させた後での対応とならないように、業務改善
命令に加え、より即時性のある制度導入が必要であると考えます。

４（１）②　業務改善命令（電気通信事
業法第29条）

競争事業者を排除又は弱体化させた後での対応とならないように、業務改善命令
に加え、より即時性のある制度導入が必要であると考えます。

４（２）②　業務改善命令（電気通信事
業法第29条）

競争事業者を排除又は弱体化させた後での対応とならないように、業務改善命令
に加え、より即時性のある制度導入が必要であると考えます。

４（３）②　業務改善命令（電気通信事
業法第29条）

支配的事業者による排他的な割引サービスは、当該事業者の支配力をさらに強め
ることとなり、公正競争を阻害する大きな要因となるため、本ガイドライン記載の内
容に賛同いたします。

また、割引サービスの提供可否に加え、セット割の適用や割引原資負担等の条件
ついても、排他的とならないようにすべきと考えます。その上で、排他的でないこと
を確認できるよう、支配的事業者に対して条件開示を義務付ける等の措置を要望
いたします。

５（別表）（３）②排他的な割引サービス

意見提出者名：　九州通信ネットワーク株式会社
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「ＮＴＴ東西のＦＴＴＨアクセスサービス等の卸電気通信役務に係る電気通信事業法の適用に関

するガイドライン（案）についての意見募集」に関し、別紙のとおり意見を提出します。 
（文中では敬称を省略しております。） 
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【別 紙】 
意見提出者名：KDDI株式会社 

意見 項目 
<ガイドライン案の記述> 
今般、サービス卸に関して、上記答申の指摘等を踏まえ、NTT東西のFTTHアクセスサービス等の卸電

気通信役務（以下「特定卸役務」という。）について、電気通信事業法の適用関係をガイドラインとして
定め、公表することとしたものである。 
 
<意見> 
本ガイドラインは、NTT 東日本及び NTT 西日本（以下、「NTT 東・西」と言う。）が第一種指定

電気通信設備を用いて提供する「サービス卸」に関して定めるものであることから、特定卸役務は NTT
東・西の卸電気通信役務のみに係ることをより明確にすべきです。 

１ 本ガイドライン策定の背景 

<ガイドライン案の記述> 
今後、総務省においては、公正競争環境や利用者利便の一層の確保を図る観点から、特定卸役務

に関する新たなビジネスモデルの出現や新サービスの展開といった変化にも対応しつつ、本ガイドラインを適
宜機動的に見直すこととする。 
 
<意見> 
本ガイドラインの見直しに当たっては、公正競争環境や利用者利便の一層の確保を図る観点から、

「適宜機動的に」はもちろん、定期的にも見直すことを明確にすべきです。また、今後電気通信事業法が
改正され、NTT 東・西の「サービス卸」に関する透明性確保措置が整備された場合には、その内容を踏
まえて本ガイドラインを早急に見直すべきです。 

２ 本ガイドラインの目的と位置付け 

<ガイドライン案の記述> 
４ 特定卸役務に関して適用される電気通信事業法の主な規律 

４（１）③ 禁止行為規制（電気通信事業法第 30条） 
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意見 項目 
（１）卸提供事業者に適用される主な規律 
① 指定電気通信役務に関する規律（電気通信事業法第 20条等） 
特定卸役務は、第一種指定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務であることから、「指定電

気通信役務」に該当するものである。 
指定電気通信役務については、他の事業者による代替的なサービスが十分に提供されないものであるこ

とから、卸提供事業者による不当な提供条件の設定を防止し、料金その他の提供条件の適正性や透明
性を確保するため、契約の相手方との合意がない場合に適用される「保障契約約款」の事前届出義務
（電気通信事業法第 20条第１項）や公表義務（同法第 23条第１項）等が課されている。 
 
② 業務改善命令（電気通信事業法第 29条） 
指定電気通信役務は、契約の相手方から求められた場合には、保障契約約款に定める料金その他の

提供条件により役務を提供しなければならないが、当事者間の合意があれば、相対契約が認められてい
る。 
この相対契約に関する料金その他の提供条件の適正性等については、例えば、卸提供事業者が適正

なコストを著しく下回る料金を設定することにより、加入光ファイバ等の設備を設置して電気通信事業を営
む他の電気通信事業者を排除又は弱体化させる結果となる場合等、「他の電気通信事業者との間に不
当な競争を引き起こすものであり、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者
の利益を阻害しているとき」等に総務大臣が業務改善命令を発動することが可能とされており（電気通信
事業法第 29 条第１項）、これらは、特定卸役務の相対契約の料金その他の提供条件についても適用
される。 
 
③ 禁止行為規制（電気通信事業法第 30条） 
特定卸役務の提供に当たって用いられる設備は第一種指定電気通信設備であり、当該設備の設置者
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意見 項目 
たる卸提供事業者は、公平性等を確保するための規律である禁止行為規制（電気通信事業法第 30
条第３項）の適用対象とされており、特定卸役務を提供する場合についても、特定の電気通信事業者
に対する不当な優先的取扱い等が禁止される。 
 
（３）卸先事業者（支配的な電気通信事業者に限る。）に適用される主な規律 
② 業務改善命令（電気通信事業法第 29条） 
上記（２）②のとおり。 

 
③ 禁止行為規制（電気通信事業法第 30条） 
卸先事業者が支配的な電気通信事業者である場合、当該事業者は、公平性等を確保するための規

律である禁止行為規制（電気通信事業法第 30 条第３項）の適用対象とされており、特定卸役務の
提供を受けて行う業務についても、特定の電気通信事業者に対する不当な優先的取扱い等が禁止され
る。 

 
<意見> 
本ガイドラインは、「サービス卸」の透明性確保措置が講じられていない現行の電気通信事業法に照

らして問題となり得る行為を整理したものと理解していますが、制度的措置が講じられないまま「サービ
ス卸」が開始されると、[１]公平性が確保されない問題や[２]NTT グループの不当な連携の問題
（詳細は後述のとおり）が生じ、公正競争環境が損なわれることになります。 
そのため、NTT 東・西の「サービス卸」の提供条件については、[３]に述べるとおり、本来は事業法を

改正して約款化・公表を義務付けるべきですが、制度的措置が取られるまでのガイドラインとして「問題
となり得る行為」の事例を後述のとおりより詳細に記載し、禁止行為規制等の規律を厳格に運用すべき
です。 
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意見 項目 
 
[１] 公平性が確保されない問題について 
＜事後的に提供条件を変えても競争事業者が知ることができない問題＞ 
 NTT 東・西のサービス卸の提供条件について、非公表の相対取引が認められると、提供条件が不透
明になり、NTT 東・西が NTT ドコモ等のグループ事業者を事後的に不当に有利に取り扱ったとしても
競争事業者には分からず、公正競争が阻害されます。 
 
＜保障契約約款が不十分な問題＞ 
「サービス卸」の透明性については、NTT 東・西の特定卸役務は指定電気通信役務に該当し、保障

契約約款の届出・公表義務が課されていることをもって、審議会答申においては「これにより一定の適正
性・公平性・透明性が確保される」とされていますが、NTT 東・西は現状の「フレッツ光」のユーザー向け
契約約款を「サービス卸」の保障契約約款として公表しています。このような状況では、卸先事業者は
保障契約約款に示された卸料金で「サービス卸」を利用したとしても競争力のあるユーザー料金を設定
することができないため、実質的に約款料金で「サービス卸」を利用することができず、相対契約で提示
された提供条件で契約せざるを得なくなります。 
このような行為は、保障契約約款制度を形骸化させるものであり、移動通信事業者（MNO）が卸役
務の標準プランを公表していることと比べても透明性・公平性確保の点で問題があると考えます。 
 
[２] NTTグループ連携の問題について 
＜相対契約で NTTグループが有利になる問題＞ 
非公表の相対契約が認められると、仮に NTT 東・西から各卸先事業者に同じ提供条件が提示され

るとしても、NTT グループ内で事前に戦略を共有して卸料金等の条件が決まるため、競争事業者は
NTT グループの戦略に沿った条件が提示されることになります。また、競争事業者は NTT グループの
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意見 項目 
事業者と比べて事後的に条件が提示されることになるため「時期の同等性」も確保されず、真の公平性
は担保されません。 
 
＜NTT法（活用業務）の公正競争確保措置が不十分な問題＞ 
非公表の相対契約でNTT東・西がNTTドコモ等に「サービス卸」を提供する行為は、「NTT東西の

活用業務に係る公正競争ガイドライン」（以下、「活用業務ガイドライン」と言う。）の要件（参考１）
を満たしているとは言えないため、電気通信事業法のみならず NTT 法の観点からも問題になり得ると
考えます。 

 
（参考１）NTT東西の活用業務に係る公正競争ガイドライン（抜粋） 
 

（３）「電気通信事業の公正な競争の確保に支障のない範囲内」であることの確認 
③ 他の市場支配的な電気通信事業者との連携 

市場支配的な電気通信事業者であるNTT東西が、活用業務を営むに当たって他の市場
支配的な電気通信事業者との連携*9 を行う場合、その市場支配力が結合することにより、
競争事業者等との実質的な公平性の確保が困難となる等、競争阻害的な要素が拡大する
おそれがある。 
したがって、NTT 東西の活用業務が電気通信事業の公正な競争の確保に支障のない範
囲内で営まれるものであることの確認を行うに当たっては、他の市場支配的な電気通信事業
者との連携の有無を考慮する。 

*9 NTT 東西がNTT ドコモと連携する場合のほか、NTT 東西間において連携する場合
が該当する。 
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意見 項目 
（イ）公正な競争を確保するため必要な措置 
   c この場合における同等性には、内容のみならず時期の同等性も含み得るものであり、競
争事業者が NTT東西の活用業務と同種の業務を営む際に、NTT東西の保有する設備等
の使用が必要不可欠である場合においては、NTT 東西が当該業務を開始する時点までに
競争事業者が NTT 東西と同等の条件で同種の業務の提供を開始できる環境が整備され
ていることを基本とする。 

 
NTT東西が活用業務を電気通信事業の公正な競争の確保に支障のない範囲内で営むために
講ずべき措置 
６ 関連事業者の公平な取扱い 

活用業務を営むに当たり、NTT東西が資本関係や自己のサービスの利用の有無等を理由
に特定の事業者のみを不当に有利に又は不利に取り扱うことのないよう、NTT 東西におい
て、コンテンツ提供事業者や ISP事業者その他の電気通信事業者等との提携条件等を公表
する等、関連する事業者の取扱いに関する公平性確保し、透明性を高めること。 
また、NTT 東西が、活用業務を営むに当たり、他の市場支配的な電気通信事業者との連

携によりサービスを提供することを予定している場合においては、当該連携の概要について明ら
かにするとともに、他の市場支配的な電気通信事業者とは別個の設備を構築すること、排他
的な共同営業を行わないこと、当該連携に係る技術的条件に関する取決めが競争事業者と
の相互接続に支障を及ぼすものとはならないことを確保すること等、競争事業者との実質的な
公平性を確保するための措置を講ずること。 

 
＜NTT ドコモ分離時の公正競争条件に抵触する問題＞ 

NTT 東・西の「サービス卸」を通じて NTT 東・西と NTT ドコモが連携し、一体的な事業運営を行う
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意見 項目 
こと自体が、NTT ドコモ分離時に整備された公正競争条件（参考２）の趣旨にも反すると考えます。 

 
（参考２）NTT ドコモ分離時の公正競争条件（抜粋） 

(1) 新会社(注：NTT ドコモ)のネットワーク 
新会社は、可能な限り、NTT(注：再編成前の NTT)と別個の伝送路を構築するものと

し、NTTの回線を利用する場合においては、移動体系新事業者と同一の条件とする。 
(2) 取引条件等 

NTTと新会社との間において行われる取引については、取引を通じたNTTから新会社への
補助が行われないようにする。 
また、NTT と新会社との間において行われる鉄塔・局舎の使用、研究開発成果の利用等

の取引条件並びに NTT との間の接続条件、事業者間精算、情報の開示等の条件について
は、移動体系新事業者と同一とする。 

(3) NTT との人的関係 
NTT から新会社への社員の移行は、「転籍」により行うこととし、出向形態による人事交流

は行わないこととする。 
 
[３] サービス卸の提供条件の十分な透明性確保の必要性について 

NTT 東・西の「サービス卸」の提供条件については、本来は電気通信事業法を改正して約款化・公
表を義務付けるべきです。 
仮に約款化・公表を義務付けないのであれば、特にNTTグループ内での不当な連携が行われるおそ

れが高くなることを踏まえ、NTT東・西がNTTドコモやNTTコミュニケーションズ等の自己の関係事業
者と個別契約を結ぶ場合は、特定卸役務に係る契約のみならず、当該役務を用いたサービスの販売や
業務運用に係る協定、覚書等も含めた契約の内容を、個々の契約締結後に直ちに届け出ること、
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意見 項目 
NTT ドコモや NTT コミュニケーションズ等、NTT東・西の「自己の関係事業者」との個別契約について
公表することを法制度上担保すべきです。 
その上で、「サービス卸」の利用条件の透明性確保措置が発効していない段階で NTT 東・西による

特定卸役務の提供が開始されたことを踏まえ、自己の関係事業者との個別契約の内容を直ちに総務
省に報告するよう NTT東・西に対して指導すべきです。 

 
また、総務省において、NTT 東・西と NDA を締結した競争事業者から意見聴取を行うとともに、届

出を受けた内容について、審議会に報告を行いその結果を公表する措置が講じることも検討されていま
す。しかしながら、NTT東・西とNDAを締結した事業者は、NTT東・西と他の事業者との間の契約を
確認し、自社に提示された利用条件と比較することができなければ、各事業者は、NTT 東・西が公平
な条件で特定卸役務を提供しているかを確認することができません。 
そのため、このような措置を講ずるのであれば、NTT東・西とNDAを締結した事業者相互間で提供

条件を確認できる仕組みにし、事業者から必ず意見聴取を行うべきと考えます。また、総務省が確認し
た結果を審議会に報告するのではなく、審議会に諮って審議会委員が届出内容を確認する仕組みにす
べきです。 

 
なお、「NTT「サービス卸」についての公正競争の確保に関する申入れ」（平成 27年 1月 14日自

由民主党情報通信戦略調査会）を踏まえて、総務省が平成27年1月2３日の紛争処理委員会の
資料で記載したとおり、今回講じる制度的な措置については 3 年後を目途に検証を行い、見直しが行
われるものと理解しています。その際には、本ガイドラインも改めて見直しを行う必要があると考えます。 
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意見 項目 
<ガイドライン案の記述> 
消費者保護の充実を図る観点から、卸提供事業者、卸先事業者及び卸先契約代理業者において

は、本ガイドラインの遵守に加えて、次の措置を講ずることが適当である。 
・ 卸提供事業者においては契約関係のある全ての卸先事業者に対し、卸先事業者においては契約関係
のある全ての卸先契約代理業者に対し、本ガイドラインの周知を定期的に行うとともに、その遵守を担保す
るための措置を講じること。 
 
・ 卸先事業者においては、本ガイドラインの内容を踏まえ、卸先契約代理業者と連携しつつ適切な勧誘
方法についての業界自主基準等の策定等を行い、卸先事業者及び卸先契約代理業者においては、その
遵守を担保する体制を整えること。特に、勧誘時に行われる説明については、消費者からの苦情・相談件
数が多くトラブルになりやすいため、卸先事業者及び卸先契約代理業者においては、特定卸役務を用いて
提供するサービスへの勧誘等に際し、事実がないのに次のような説明を行うことがないよう社内周知を徹底
するとともに、その遵守を担保する体制を整えること。 
 
<意見> 
既に一部の卸先事業者による NTT東・西の「サービス卸」を用いた FTTH サービスの提供が開始さ

れていますが、以下の事例のように再転用ができないとしている問題や運用ルールが明らかになっていな
い問題があり、消費者に混乱を与えることや公正な競争環境が阻害されることが想定されます。 
したがって、消費者保護の充実を図る観点で、本ガイドラインの記述を後述のように修正していただ

きたいと思います。 
 
【再転用ができないとしている問題の事例】 
NTT 東・西から、卸先事業者 A から卸先事業者 B への再転用ができない（解約・新規扱いにな

6．消費者保護の充実等の観点から望ましい行為 
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意見 項目 
り、卸先事業者 A における違約金や卸先事業者 B での工事費等が発生）と説明されているが、
消費者に十分理解されず混乱が生じるおそれがある。 

 
 NTT 東・西が、当初は再転用不可と定めておき、NTT ドコモや NTT コミュニケーションズ等の

NTT グループの事業者が転用で多くのユーザーを獲得できた場合は再転用不可の運用を継続
し、NTT グループの事業者がユーザーを獲得できていない場合は再転用が可能となるよう運用を
改めたとすれば、消費者の利便が損なわれるばかりか、公正競争上も問題が生じる。また、サービス
卸上で提供される電話からの番号ポータビリティを当初不可として、事後的に可能となるよう改めた
場合についても、同様の問題が生じる。 

 
 【運用ルールが明らかになっていない問題の事例】 
（「フレッツ光」から転用する場合の工事費の扱い） 
・「フレッツ光」の工事費を分割払いにしていた場合の残債について、卸先事業者によって、ユーザーに
請求されるのか不明確。 

 
（電話の扱い） 
・各卸先事業者は、以下のどの方法で 0ABJ-IP 電話を提供するのかが不明確。また、それぞれの
場合において、提供条件（料金、仕様、申込み方法、料金請求など）がどうなるのか不明確。 

A : NTT東・西のひかり電話を別途契約 
B：NTT東・西のひかり電話の卸を受けて卸先事業者のひかり電話として提供 
C : 卸先事業者がサービス卸上で自ら 0ABJ-IP電話を提供 

・上記 A～C相互間やサービス卸を利用せずに他事業者が提供する０ABJ電話に同一電話番号を
持ち運ぶことが可能か不明確。 
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意見 項目 
・上記 B について、NTT東・西の加入電話から直接番号ポータビリティを行うことが可能か不明確。 
 
（ISPの扱い） 
・「フレッツ光」上の ISPから、卸先事業者が提供する FTTHサービス上の ISPに変更する場合や、
同一 ISPが提供するサービス卸利用の FTTH サービスに転用する場合に、ISPの契約条件が変
更になるのか不明確。また、契約条件を変更する場合、「フレッツ光」上の ISP で違約金が設定さ
れた割引サービスに加入していた場合、違約金が発生する場合があるのか不明確。 

 
（その他「フレッツ光」のオプションサービスの扱い） 
・「フレッツ・テレビ伝送サービス」等の「フレッツ光」のオプションサービスについて、各卸先事業者が、ど
のサービスを卸対象とし、どのサービスを卸対象外（NTT東・西から別途提供）とするか不明確。 
・NTT 東日本においては「フレッツ・テレビ伝送サービス」は当初は転用の対象となっておらず、2 月６
日から転用が開始されると説明されている。その際、月途中で転用サービスに切り替わった場合も
料金は日割り計算せず、切り替え当月分はNTT東日本から 1か月分の料金請求が請求されると
されているが、転用先の事業者が転用後の料金請求をどのように行うのかが不明確。 

 
 
【ガイドラインの修正案】 
現行ガイドライン案： 
「卸提供事業者においては契約関係のある全ての卸先事業者に対し、卸先事業者においては契約関
係のある全ての卸先契約代理業者に対し、本ガイドラインの周知を定期的に行うとともに、その遵
守を担保するための措置を講じること。」 
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意見 項目 
修正案： 
「卸提供事業者においては契約関係のある全ての卸先事業者に対し、卸先事業者においては契約
関係のある全ての卸先契約代理業者に対し、特定卸役務にかかる運用について、本ガイドライン
（以下の周知すべき事項を含む）及び総務省が平成 27 年 1 月 28 日に電気通信事業者等関
係団体に対して行った、「NTT 東西による光回線サービスの卸売の提供に伴う消費者向け光サービ
ス提供に当たっての消費者保護のための取組（要請）」に記載された事項の周知を定期的に行う
こと。その遵守を担保するための措置を講じること。 

   なお、定期的な周知を行うにあたっては消費者が十分に問題を認識できるよう、インターネット上に
周知事項を掲載するだけでなく、個別の卸先事業者や卸先契約代理業者に対して書面を交付する
など、より確実に周知できる方法をとること。 

   （周知すべき事項） 
-「フレッツ光」の工事費を分割払いにしていた場合の残債について、卸先事業者によっては、ユー
ザーに請求される可能性があること。 

-卸先事業者によって電話サービス提供形態が異なり、NTT 東・西のひかり電話を別途契約す
る形態の場合は、請求書がNTT東・西から別途送付される可能性があること。 

-（仮に電話番号の持ち運びができないケースがある場合）サービス卸上で提供される０
ABJ-IP電話については、他の事業者が提供する０ABJ-IP電話への番号ポータビリティがで
きない可能性があること。 

-「フレッツ光」上の ISPから、卸先事業者が提供する FTTHサービス上の ISPに変更する場合
や、同一 ISPが提供するサービス卸利用の FTTHサービスに転用する場合に、ISPの契約条
件が変更になる場合があること。また、契約条件を変更する場合、「フレッツ光」上の ISP で違
約金が設定された割引サービスに加入していた場合、ISP によっては違約金が発生する場合
があること。 
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意見 項目 
-「フレッツ・テレビ伝送サービス」等の「フレッツ光」のオプションサービスについて、卸先事業者によ
っては卸対象外のオプションサービスがあり、その場合に当該オプションサービスは NTT 東・西
から提供され請求書も別途送付される可能性があること。また、サービス開始当初は卸対象外
のオプションサービスが途中から卸対象サービスになり、サービス提供元や請求書送付元が
NTT東・西から卸先事業者に変更されるケースがあること。 

-卸先事業者 A から卸先事業者 B への再転用はできないため、解約・新規扱いになり、卸先事
業者 Aにおける違約金や卸先事業者 Bでの工事費等が発生する場合があること。 

 
現行ガイドライン案： 
「卸先事業者においては、本ガイドラインの内容を踏まえ、卸先契約代理業者と連携しつつ適切な勧
誘方法についての業界自主基準等の策定等を行い、卸先事業者及び卸先契約代理業者において
は、その遵守を担保する体制を整えること。（以下略）」 

 
修正案： 
「卸先事業者においては、本ガイドラインの内容を踏まえ、卸先契約代理業者と連携しつつ適切な勧
誘方法についての業界自主基準等の策定等を行い、卸先事業者及び卸先契約代理業者において
は、本ガイドライン及び上記要請に記載された周知すべき事項を重要事項説明書等に盛り込むとと
もに、総務省が作成した光サービス乗り換えにあたっての注意喚起のための書面を店舗に掲示して
消費者に対して十分説明するなど、その遵守を担保する体制を整えること。（以下略）」 

 
追記案： 
「NTT東・西はサービス卸の運用に関する情報を開示し、関係する事業者間で議論して運用ルール
を定めること。なお、総務省は、その内容を踏まえて直ちに本ガイドラインを見直すこととする。」 
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意見 項目 
<ガイドライン案の記述>  
・特定卸役務の料金等（工事費、手続費等を含む。）について、自己の関係事業者のみを対象とした
割引料金を設定するなど、特定の卸先事業者のみを合理的な理由なく有利に取り扱うこと。 
・特定卸役務の料金等（工事費、手続費等を含む。）について、実質的に特定の卸先事業者に適用が
限定されることが明らかなような大口割引を行うこと。 
 
<意見> 

NTT 東・西が、NTT グループの主要事業者であり移動通信市場における支配的事業者である
NTT ドコモや NTT 東・西の特定関係事業者である NTT コミュニケーションズに特定卸役務を提供す
る際、表向きには他の事業者も適用条件を満たせば利用可能とした上で、利用数やニーズが他の事業
者と異なることを理由として、実質的にこれら自己の関係事業者のみに適用される料金を恣意的に設定
することが想定されます。特定卸役務の提供条件について事前の公表義務を課さなければ、他の事業
者は当該料金等を事前に知ることができず、適用条件を満たす場合でも同時に利用を開始することは
不可能になります。 
このように、NTT東・西が、実際に自己の関係事業者以外の多くの事業者が利用できない、あるいは
利用できる場合においても同時に利用できない料金を設定する行為は、本規定における特定の卸先事
業者のみを有利に取り扱う「合理的な理由」には該当しないと考えます。 
また、このような行為は、活用業務ガイドラインの要件を満たしているとは言えず、NTT 法の観点か

らも問題があると考えられます。加えて、このような行為は NTT ドコモ分離時に「地域電気通信業務と
移動体通信業務とを分離することにより、これらの業務における公正有効競争を確保するための措置の
一環として、当時の NTT とドコモとの取引を通じた実質的な補助を防止し、また、接続、事業者間精
算、情報開示等の条件を他の移動体系新会社と同一のものとすることにより、公正な競争を確保しよ
うとする（注：NTT ファイナンスによる統合請求開始時に当社が総務大臣に対して行った意見申出に

５（別表）（１）①競争阻害的な料金の設定 
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意見 項目 
対する回答中の記述）」ために整備された公正競争条件の趣旨にも反します。 
そのため、NTT東・西がNTTドコモやNTTコミュニケーションズ等の自己の関係事業者に対して特定
卸役務を提供する際の料金、技術条件、サービス仕様等が他の事業者と異なる場合には、上記の観
点からも「特に明確かつ合理的な説明が必要」であることを明記するなどし、本規定を厳格に運用すべ
きです。 
 
なお、NTT ドコモによる「ドコモ光」の準備状況をみると、NTT 東・西は、「サービス卸」に関する情報
を、NTTドコモに対して他の事業者より先行して提供していた懸念があります。さらに、未だにNTT東・
西と NDA を締結できていない事業者や NDA締結後も卸条件の情報開示が十分されない事業者が
存在するとの情報もあることからも、NTT東・西が自己の関係事業者である NTT ドコモを不当に有利
に取り扱っている疑いがあるため、総務省は、NTT 東・西が、上記の問題行為を行っていなかったか早
急に調査すべきです。 
<ガイドライン案の記述> 
※ 移動通信市場については、固定通信市場の隣接市場であること及び協調的寡占の色彩が強い市場
であると指摘されていること等から、料金等の水準が公正競争環境に与える影響が特に大きいと考えられ
るため、移動通信事業者が卸先事業者になる際、移動通信事業者に対する料金等が同一でない場合
は不当な優先的取扱い等に該当するおそれが大きく、料金等が同一でない根拠について特に明確かつ合
理的な説明が求められる。 
 
<意見> 
「移動通信事業者が卸先事業者になる際」との記述がありますが、NTT ドコモが直接卸先事業者に
ならず、NTTコミュニケーションズやNTTぷらら等の移動通信事業者ではないNTTグループの事業者
が卸先事業者となった上で、NTT ドコモの携帯電話と当該 NTT グループの卸先事業者が提供する

５（別表）（１）①競争阻害的な料金の設定 
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意見 項目 
FTTHサービスとをセットにして販売することが想定されます。このような行為についてもNTTドコモが卸
先事業者となる場合と同様に公正競争環境に与える影響が特に大きいと考えられます。また、このよう
な行為はNTT法（活用業務ガイドラインを含む）やNTTドコモ分離時の公正競争条件に照らしても
問題となり得ます。 
そのため、NTT 東・西が、自己の関係事業者に特定卸役務を提供する際の料金等が他の事業者と

同一でない場合は、上記の観点から特に明確かつ合理的な説明が求められることを明記するなどし、本
規定を厳格に運用すべきです。 
 
また、NTT東・西が、第三者（電気通信事業者以外の者を含む）を介して、NTTドコモ等の自己の
関係事業者を不当に有利に扱い、NTT グループ内で連携することも想定され、このような行為も、
NTT ドコモが直接卸先事業者となる場合の問題が生じます。したがって、以下の事例についても、本ガ
イドラインに規定された問題となり得る行為に該当するものとして追記し、本規定を厳格に運用すべきで
す。 
（問題行為の事例） 
・第三者が再卸を行う際にNTT東・西の関係事業者を優遇させること。 
・NTT東・西の関係事業者であるNTTドコモやNTTコミュニケーションズなどの販売代理店のみを
支援すること。 
・NTT東・西とNTTドコモがそれぞれ第三者（NTTコミュニケーションズなど）に卸役務を提供し、
当該第三者が排他的なセット割引を提供するなど、排他的な業務を行うこと。 

 
<ガイドライン案の記述> 
（脚注１１） 
卸提供事業者が卸先事業者に支払う販売促進費等は、「インセンティブ」「コミッション」といった名称によら

５（別表）（１）①競争阻害的な料金の設定 
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意見 項目 
ず、（以下略） 
 
<意見> 
「販売促進費等」が大口割引に該当する可能性について記載されていますが、実際には、獲得回線

数に応じて支払われる販売促進費等のみならず、卸先事業者の販売・宣伝活動に関する費用や本来
卸先事業者が負担すべきシステム連携にかかる開発費を NTT 東・西側で負担する等の方法により、
NTT ドコモ等の自己の関係事業者を不当に有利に取り扱うことも想定されます。そのため、これらの名
目で卸先事業者に支払われる費用についても、以下の修正案のとおり販売促進費と同様に大口割引
に該当する可能性があることを明記すべきです。 
 
現行ガイドライン案： 
「販売促進費等は、（以下略）」 
 
修正案： 
「販売促進費を始め、卸先事業者による販売・宣伝活動の支援や業務連携の効率化等を名目として
卸先事業者に支払われる費用は、（以下略）」 
 
<ガイドライン案の記述> 
（脚注 13） 
割引等を考慮した実質的な料金を指す場合がある。 
 
<意見> 
割引等の「等」には、各種キャンペーン、キャッシュバック、ポイント付与も含まれることを明記すべきで

５（別表）（１）①競争阻害的な料金の設定 
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意見 項目 
す。 

 
現行ガイドライン案： 
「割引等（以下略）」 
 
修正案： 
「割引料金や各種キャンペーン、キャッシュバック、ポイント付与等（以下略）」 
<ガイドライン案の記述> 
・特定卸役務の提供手続及び提供までの期間について、自己の関係事業者に比べて提供時期を遅らせ
るなど合理的な理由がないのに卸先事業者によって差が生じること。 
 
<意見> 

NTT 東・西が、NTT グループの主要事業者であり移動通信市場における支配的事業者である
NTT ドコモや NTT 東・西の特定関係事業者である NTT コミュニケーションズに特定卸役務を提供す
る際、表向きには他の事業者も申込タイミングが同じであれば同等に扱うと言いながら、自己の関係事
業者を先行して取り扱うことが想定されます。仮に特定卸役務の提供に係る標準処理期間について事
前の公表義務を課さなければ、他の事業者はNTT東・西の自己の関係事業者と同じ期間で提供され
ているか知ることができないため、NTT 東・西は、自己の関係事業者のみを優先的に扱うことも可能と
なります。 
このような行為は、本規定における特定の卸先事業者のみを有利に取り扱う「合理的な理由」には該
当しないと考えられ、NTT法（活用業務ガイドラインを含む）やNTTドコモ分離時の公正競争条件に
照らしても問題となり得ます。 
そのため、NTT東・西が NTT ドコモや NTT コミュニケーションズ等の自己の関係事業者に対して特

５（別表）（１）②提供手続・期間に係る不当な差別的取
扱い 
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意見 項目 
定卸役務を提供する際の手続方法や手続期間が他の事業者と異なる場合には、上記の観点からも
「特に明確かつ合理的な説明が必要」であることを明記するなどし、本規定を厳格に運用すべきです。 

<ガイドライン案の記述> 
特定卸役務に係る技術的条件（設備を接続する場合の接続箇所における技術的条件や受付システム
の技術的仕様等）について、合理的な理由がないのに卸先事業者によって差が生じること。 
 
<意見> 

NTT 東・西が、NTT グループの主要事業者であり移動通信市場における支配的事業者である
NTT ドコモや NTT 東・西の特定関係事業者である NTT コミュニケーションズに特定卸役務を提供す
る際、表向きには他の事業者も同一の条件を満たせば同じ技術的条件で利用可能とした上で、利用
数やニーズが他の事業者と異なることを理由として、実質的にこれら自己の関係事業者のニーズに合わ
せた技術的条件を恣意的に設定することが想定されます。特定卸役務の技術的条件について事前の
公表義務を課さなければ、他の事業者は事前に知ることができず、同時に利用を開始することは不可
能になります。 
このように、NTT東・西が、実際に自己の関係事業者以外の多くの事業者が利用できない、あるいは
利用できる場合においても同時に利用できない技術的条件を設定する行為は、本規定における特定の
卸先事業者のみを有利に取り扱う「合理的な理由」には該当しないと考えられ、NTT 法（活用業務ガ
イドラインを含む）や NTT ドコモ分離時の公正競争条件に照らしても問題となり得ます。 
そのため、NTT東・西が NTT ドコモや NTT コミュニケーションズ等の自己の関係事業者に対して特

定卸役務を提供する際、技術的条件が他の事業者と異なる場合には、上記の観点からも「特に明確

５（別表）（１）③技術的条件に係る不当な差別的取扱
い 
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意見 項目 
かつ合理的な説明が必要」であることを明記するなどし、本規定を厳格に運用すべきです。 
<ガイドライン案の記述> 
特定卸役務のサービス仕様について、合理的な理由がないのに卸先事業者によって差が生じること。 
 
<意見> 

NTT 東・西が、NTT グループの主要事業者であり移動通信市場における支配的事業者である
NTT ドコモや NTT 東・西の特定関係事業者である NTT コミュニケーションズに特定卸役務を提供す
る際、表向きには他の事業者も同一の条件を満たせば同じサービス仕様で利用可能とした上で、利用
数やニーズが他の事業者と異なることを理由として、実質的にこれら自己の関係事業者のニーズに合わ
せたサービス仕様を恣意的に設定することが想定されます。特定卸役務のサービス仕様について事前の
公表義務を課さなければ、他の事業者は事前に知ることができず、同時に利用を開始することは不可
能になります。 
このように、NTT東・西が、実際に自己の関係事業者以外の多くの事業者が利用できない、あるいは
利用できる場合においても同時に利用できないサービス仕様を設定する行為は、本規定における特定
の卸先事業者のみを有利に取り扱う「合理的な理由」には該当しないと考えられ、このような行為は
NTT 法（活用業務ガイドラインを含む）や NTT ドコモ分離時の公正競争条件に照らしても問題とな
り得ます。 
そのため、NTT東・西が NTT ドコモや NTT コミュニケーションズ等の自己の関係事業者に対して特

定卸役務を提供する際、サービス仕様が他の事業者と異なる場合には、上記の観点からも「特に明確
かつ合理的な説明が必要」であることを明記するなどし、本規定を厳格に運用すべきです。 

５（別表）（１）④サービス仕様に係る不当な差別的取扱
い 

<ガイドライン案の記述> 
特定卸役務の提供に関して知り得た卸先事業者の情報を、合理的な理由なく、社内の他部門又は自己
の関係事業者の営業目的など、その用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。 

５（別表）（１）⑥情報の目的外利用 
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意見 項目 
 
<意見> 

NTT 東・西が、特定卸役務の提供に関して知り得た卸先事業者の情報を目的外に利用する「合理
的な理由」が存在するとは考えられません。したがって、「合理的な理由なく」は削除すべきです。 
 
 また、今回のサービス卸は、NTT東・西の設備部門ではなく、利用部門においてサービスを作り、それを
卸先事業者に販売するスキームになると理解しています。これは、フレッツ光を販売している NTT 東・西
の利用部門が卸先事業者の情報を知り得ることを意味しており、利用部門が当該情報を目的外に利
用するおそれがあります。したがって、利用部門の中にサービス卸を扱う部門とその他の部門を明確に分
けて、両者間のファイアウォールを設定する必要があることをガイドラインに明記すべきです。 
 その上で、情報の目的外利用など不当な取扱いが行われないよう、厳格に監視する仕組みを講ずる
必要があると考えます。 
<ガイドライン案の記述> 
・自己又は自己の関係者を通じて提供される特定卸役務に係る情報の内容及び質や、当該情報の提供
の時期等について、合理的な理由がないのに卸先事業者によって差が生じること。 
 
<意見> 

NTT 東・西が、NTT グループの主要事業者であり移動通信市場における支配的事業者である
NTT ドコモや NTT 東・西の特定関係事業者である NTT コミュニケーションズに特定卸役務を提供す
る際、表向きには他の事業者も同一の情報を同等の質で同時期に提供するとした上で、他の事業者か
らは申出がないこと、あるいは申出時期が遅いことを理由に自己の関係事業者のみに先に詳しい情報
を提供することが想定されます。特定卸役務の条件について事前の公表義務を課さなければ、他の事
業者は事前に知ることができず、同時に利用の検討等を行うことが不可能になります。 

５（別表）（１）⑦情報提供に係る不当な差別的取扱い 
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意見 項目 
他の事業者からは申出がないこと、あるいは申出時期が遅いことを理由に、情報の内容及び質や、当
該情報の提供の時期等について差を設けることは、「合理的な理由」には該当しないと考えられ、NTT
法（活用業務ガイドラインを含む）や NTT ドコモ分離時の公正競争条件に照らしても問題となり得ま
す。 
そのため、NTT東・西が NTT ドコモや NTT コミュニケーションズ等の自己の関係事業者に対して特

定卸役務を提供する際、情報の内容及び質や、当該情報の提供の時期等が他の事業者と異なる場
合には、上記の観点からも「特に明確かつ合理的な説明が必要」であることを明記するなどし、本規定
を厳格に運用すべきです。 
<ガイドライン案の記述> 
特定卸役務の提供に当たって、卸先事業者に対して、特定卸役務を利用して提供される役務から接続を
利用して提供される役務へと利用者を移転させることを不当に制限すること、又は合理的な理由なく特定
卸役務を利用しない他の役務提供の取扱いをさせないことなど、合理的な理由なく、卸先事業者のサービ
ス提供を制限すること。 
 
<意見> 
本規定に賛同します。第一種指定電気通信設備を用いて提供されるNTT東・西の特定卸役務につ

いては、全国で他に代替的なサービスが存在しないため、特定卸役務を利用して提供される役務から接
続を利用して提供される役務へと利用者を移転させることを NTT 東・西が制限する等、卸先事業者に
対して不当な契約条件を提示した場合でも拒否できない可能性が高いと考えられます。 
また、NTT 東・西は保障契約約款をユーザー向け約款と同一として同制度を形骸化させており、卸

先事業者は相対での契約を余儀なくされる状況にあります。この点を踏まえ、総務省は本規定を厳格
に運用すべきです。 

５（別表）（１）⑧卸先事業者の業務に関する不当な規
律・干渉 

<ガイドライン案の記述> ５（別表）（１）⑨業務の受託に係る不当な差別的取扱い 
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意見 項目 
・特定卸役務に関する料金請求・回収代行業務等の受託に関して、コスト、業務内容、販売数量等の
条件が同様であるにもかかわらず、自己の関係事業者から徴収する手数料に比べて他の電気通信事業
者から徴収する手数料を高く設定する、又は受託業務の提供時期を遅らせるなど、合理的な理由なく、
特定の事業者についてのみ優先的又は不利な取扱いをすること。 
 
<意見> 
本規定に賛同します。なお、料金請求・回収代行業務「等」の「等」には、受付、開通業務も含まれる

ことを明確にすべきです。 
 

現行ガイドライン案： 
「料金請求・回収代行業務等（以下略）」 
 
修正案： 
「料金請求・回収代行業務や受付、開通業務等（以下略）」 

 
 
特定卸役務に関する受託業務の条件について事前の公表義務を課さなければ、他の事業者は当該

条件を事前に知ることができず、同時に利用を開始することは不可能になります。 
他の事業者からは業務の委託の申出がないこと、あるいは申出時期が遅いことを理由に、特定の卸
先事業者からの受託業務のみを有利に取り扱うことは、「合理的な理由」には該当しないと考えます。 

 
また、NTT 東・西が、「サービス卸」の開始に際して「フレッツ光」の販売・受付等の要員を NTT ドコモ
や NTT コミュニケーションズ等の自己の関係事業者に移管することや、NTT東・西の県域等子会社が
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意見 項目 
NTT グループの主要事業者で禁止行為事業者の NTT ドコモの代理店となり、NTT ドコモの携帯電
話と「ドコモ光」を販売するが想定されます。このような行為は、当該事業者と一体となった排他的な業
務を行うことに他ならず、NTT 東・西に課されている禁止行為規制（電気通信事業法第 30 条第 3
項第 2号）を潜脱する行為であり、NTT法（活用業務ガイドラインを含む）や NTT ドコモ分離時の
公正競争条件に照らしても問題となり得ます。 
そのため、これらの行為についても、上記の観点から本ガイドラインに規定された問題となり得る行為

に該当することを追記するなどし、本規定を厳格に運用すべきです。 
＜意見＞ 

NTT 東・西は将来的に「フレッツ光」の販売を終了する旨を公言しており、現状のフレッツ光ユーザー
を NTT ドコモの「ドコモ光」等、自己の関係事業者が提供する卸先事業者の FTTH サービスへと移行
させることを NTT グループとして志向している可能性が高いと考えられます。そのため、現行の「フレッツ
光」の問い合わせ窓口や電話サービスに関する問い合わせ窓口（116 など）に入電があった際に、
NTT ドコモの「ドコモ光」等、自己の関係事業者が提供する卸先事業者の FTTH サービスを優先的に
案内するおそれがあります。このような行為は、NTT東・西に課されている禁止行為規制（電気通信事
業法第 30 条第３項第２号）を潜脱する行為であり、NTT 法（活用業務ガイドラインを含む）や
NTT ドコモ分離時の公正競争条件に照らしても問題となり得ます。 
そのため、このような行為についても、上記の観点から本ガイドラインに規定された問題となり得る行為
に該当することを追記するなどし、本規定を厳格に運用すべきです。 

５（別表）（１）⑨業務の受託に係る不当な差別的取扱い 
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意見 項目 
<ガイドライン案の記述> 
・特定卸役務の提供を受けてサービスを提供する際に、特定卸役務に係る需要を共通とする電気通信回
線設備を設置する競争事業者を排除又は弱体化させるために適正なコストを著しく下回るような料金を
設定すること。 
 
<意見> 

NTTグループの主要事業者であり、移動通信市場において市場支配的な事業者であるNTTドコモ
が、NTT 東・西の特定卸役務のコストを下回るような FTTH サービス料金を設定した場合、特に公正
競争環境が阻害されるおそれが高いと考えます。そのため、NTTドコモが、NTT東・西の特定卸役務の
卸料金を下回るような料金を設定する場合には、特に「明確かつ合理的な説明」が必要であることを明
記すべきです。 

５（別表）（３）①競争阻害的な料金の設定等 

<ガイドライン案の記述> 
※ 移動通信市場については、固定通信市場の隣接市場であること及び協調的寡占の色彩が強い市場
であると指摘されていること等から、利用者料金等の設定が公正競争環境に与える影響が特に大きいと考
えられる。このため、移動通信事業者（MNO）が卸先事業者になり、特定卸役務の提供を受けて提供
する電気通信役務と自社の移動通信の役務とを組み合わせて料金設定を行って提供する場合（いわゆ
るセット割引）において、料金設定について懸念が生じた時には、それぞれの役務の料金について合理的
な説明を行うことが求められる。 
 
<意見> 
「移動通信事業者（MNO）が卸先事業者になり」、との記述がありますが、NTT ドコモが直接卸先
事業者にならず、NTTコミュニケーションズやNTTぷらら等の移動通信事業者ではないNTTグループ
の事業者が卸先事業者となった上で、NTT ドコモの携帯電話と当該 NTT グループの卸先事業者が

５（別表）（３）①競争阻害的な料金の設定等 
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意見 項目 
提供する FTTHサービスとを組み合わせて販売することが想定されます。このようなケースもNTTドコモ
が卸先事業者となる場合と同様に公正競争環境に与える影響が特に大きく、NTT 法（活用業務ガイ
ドラインを含む）や NTT ドコモ分離時の公正競争条件に照らしても問題となり得ます。 
そのため、このような組み合わせで NTT グループのセット割引をする場合においても、上記の観点か

らそれぞれの役務の料金について特に明確かつ合理的な説明が求められることを追記するなどし、本規
定を厳格に運用すべきです。 
<ガイドライン案の記述> 
５（別表）（３）②排他的な割引サービス 
特定卸役務の提供を受けて、合理的な理由なく、排他的に自己が提供する他のサービスと組み合わせ
て、割引サービスを提供すること。 
 
<意見> 

NTTグループの主要事業者であり、移動通信市場において市場支配的な事業者であるNTTドコモ
が、NTT 東・西から特定卸役務の提供を受けて「ドコモ光」を提供する際、表向きには他の事業者から
申出があればNTT東・西と公平に連携するとした上で、他の事業者からは申出がないこと、あるいは申
出時期が遅いこと、卸役務の個別契約の内容が異なることなどを理由に NTT東・西のみを有利に扱う
以下のような行為を行うことが想定されます。 

 
・他の固定事業者の卸役務を利用した「ドコモ光」と比べて、NTT 東・西の特定卸役務を利用した
「ドコモ光」について提供時期を早めること、優先的に販売すること、卸料金が同一であるにも関わ
らず低い料金を設定すること、高額な販売促進費を設定すること。 
・他の固定事業者が提供する固定ブロードバンドサービスとNTTドコモの携帯電話とのセット割引と
比べて、NTT 東・西の特定卸役務を利用した「ドコモ光」と NTT ドコモの携帯電話とのセット割引

５（別表）（３）②排他的な割引サービス 
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意見 項目 
の提供時期を早めること、優先的に販売すること、高額な割引を設定すること、高額な販売促進
費を設定すること。 

 
このように、NTTドコモが、実際にNTT東・西以外の多くの事業者が同時に連携できない形で「ドコモ
光」を提供したり、「ドコモ光」とNTTドコモの携帯電話とのセット割引等を提供する行為は、NTTドコモ
に課されている禁止行為規制（電気通信事業法第 30 条第 3 項第 2 号）に抵触する行為であり、
NTT ドコモ分離時の公正競争条件に照らしても問題となり得ます。また、仮にNTT東・西の特定卸役
務の提供条件について公表義務を課さなければ、他の事業者はNTT東・西がいつ、どのような提供条
件でNTTドコモに特定卸役務の提供を申し出たか知ることができないため、NTTドコモがNTT東・西
のみを有利に扱う懸念が高くなります。 
そのため、本項のタイトルを「②特定の事業者を有利に扱う行為」に修正するとともに、これらの行為

についても、上記の観点から本ガイドラインに規定された問題となり得る行為に追記し、本規定を厳格
に運用すべきです。 

 
なお、NTTドコモとNDAを締結できていないNTT東・西以外の固定事業者等が存在するとの情報

もあり、NTT ドコモは「ドコモ光」や「ドコモ光パック」を提供するにあたって、自己の関係事業者である
NTT東・西を有利に取り扱っている疑いがあります。総務省は、NTTドコモが上記の問題行為を行って
いないか早急に調査すべきです。 
<ガイドライン案の記述> 
・特定卸役務の提供を受けて、合理的な理由なく、排他的に自己のサービスと自己の関係事業者のサー
ビスを組み合わせて、割引サービスを提供すること。 
 
<意見> 

５（別表）（３）②排他的な割引サービス 
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意見 項目 
NTTドコモが特定卸役務の提供を受けて「ドコモ光」を提供するにあたって、ISP等の特定の事業者

を有利に扱う行為についても、禁止行為規制（電気通信事業法第 30 条第 3項第 2 号）に違反す
る行為として追記するなどし、本規律を厳格に運用すべきです。 
なお、NTT ドコモは、「ドコモ光」の提供にあたって、どの ISP とも公平に連携するとしていますが、未

だに NTT ドコモと NDA を締結できていない ISPが存在するとの情報もあり、NTT ドコモは特定の事
業者を有利に取り扱っている疑いがあります。総務省は NTT ドコモが上記の問題行為を行っていない
か早急に調査すべきです。 
<ガイドライン案の記述> 
・特定卸役務の提供を受けて、合理的な理由なく、自己の関係事業者と一体となって排他的な業務を行
うこと（電気通信役務の提供以外の業務（例：料金明細書への商品案内の同封、課金・認証等のプ
ラットフォーム機能の管理・運営）については、当該業務が電気通信役務の提供と密接不可分に関係し
ており、その態様が合理的な理由なく差別的であることにより電気通信市場の公正な競争にただちに弊害
を及ぼす場合に限る）。 
 
<意見> 
「排他的な業務」には、販売・営業、受付、開通、ユーザー管理、料金請求、保守・運用、CS 等、役

務提供にかかるあらゆる業務が該当することを明記すべきです。 
 

NTT ドコモは「ドコモ光」の開始にあたり、NTT 東・西の「フレッツ光」の販売・受付等の要員を NTT
東・西から移管を受けることが想定されます。このような行為は、当該事業者と一体となった排他的な
業務を行うものに他ならないことから NTT ドコモに課されている禁止行為規制（電気通信事業法第
30条第 3項第 2号）を潜脱する行為であると考えられ、NTT法（活用業務ガイドラインを含む）や
NTT ドコモ分離時の公正競争条件に照らしても問題となり得ます。 

５（別表）（３）③関係事業者と一体となって行う排他的な
業務 
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意見 項目 
したがって、このような行為についても、上記の観点から本ガイドラインに規定された問題となり得る行

為に追記するなどし、本規定を厳格に運用すべきです。 

<意見> 
NTT 東・西の「サービス卸」提供に際し、NTT ドコモが第三者（電気通信事業者以外の者を含む）
を介して、特定の事業者を有利に取り扱うことが想定されます。このような行為はNTTドコモに課されて
いる禁止行為規制（電気通信事業法第 30 条第 3 項第 2 号）を潜脱する行為であると考えられ、
NTT 法（活用業務ガイドラインを含む）や NTT ドコモ分離時の公正競争条件に照らしても問題とな
り得ます。 
したがって、以下の事例についても、上記の観点から、本ガイドラインに規定された問題となり得る行

為に該当するものとして追記するなどし、本規定を厳格に運用すべきです。 
 
・NTT ドコモと NTT 東・西がそれぞれ第三者（NTT コミュニケーションズなど）に卸役務を提供し、
当該第三者が排他的なセット割引を提供するなど、排他的な業務を行うこと。 

５（別表）（３）③関係事業者と一体となって行う排他的な
業務 

<意見> 
NTT ドコモは直接卸先事業者にならず、NTT コミュニケーションズ等の自己の関係事業者が NTT
東・西の「サービス卸」の卸先事業者となった上で、NTT ドコモの携帯電話と NTT コミュニケーションズ
の FTTH サービスとをセットにして競争阻害的な料金や過度なキャッシュバックを行うことが想定されま
す。このような行為はNTT ドコモに課されている禁止行為規制（電気通信事業法第 30条第 3項第
2号）を潜脱する行為であると考えられ、NTT法（活用業務ガイドラインを含む）やNTTドコモ分離
時の公正競争条件に照らしても問題となり得ます。 
そのため、このような行為についても、上記の観点から本ガイドラインに規定された問題となり得る行

為に該当するものとして追記するなどし、本規定を厳格に運用すべきです。 

５（別表）（３）③関係事業者と一体となって行う排他的な
業務 
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意見 項目 
<意見> 

NTT ドコモが、特定卸役務を利用して「ドコモ光」を提供するにあたって知り得た提携 ISP等の事業
者の情報を、自社の ISP（ドコモnet）や自己の関係事業者（NTTぷららやNTTコミュニケーション
ズ）等の自己の関係事業者の営業目的に利用することが懸念されます。このような行為はNTT ドコモ
に課されている禁止行為規制（電気通信事業法第 30 条第 3 項第 2 号）に抵触すると考えます。
NTT ドコモによる「ドコモ光」の提供開始がすでに発表されていることを踏まえ、早急に問題行為を明確
にし、NTT ドコモの不当な行為を未然に抑止する観点で、以下の行為についても本ガイドラインに規定
された問題となり得る行為に追加すべきです。 

 
・NTT ドコモが特定卸役務を利用したサービスを提供するにあたって知り得た ISP等の事業者の情
報を、社内の他部門又は自己の関係事業者の営業目的など、その用に供する目的以外の目的
のために利用し、又は提供すること。 

５（別表）（３）③関係事業者と一体となって行う排他的な
業務 
 

〈意見〉 
市場支配的事業者である NTT ドコモが、電気通信事業ではない領域で市場支配的なプレーヤーと

排他的に連携し、セット割引や共同営業、請求統合等を行った場合、電気通信市場の公正な競争が
阻害され、NTTドコモの市場支配力を更に高めることになります。そのため、このような行為は公正競争
を確保する観点で問題があることを明記すべきです。 

５（別表）（３）③関係事業者と一体となって行う排他的な
業務 
 

以 上 
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（別紙）

意　見 　　　　　　　　　　　　　　項　目

本ガイドラインを適宜機動的に見直す方針に賛成です。ただ、特定卸役務はBtoBtoCで提供される初めての
事例であり、電気通信事業へ与える影響あるいは公正競争に与える影響について定期的に精査していく必
要があると考えます。
それゆえ、特に提供開始後一定期間内（例えば6か月間程度）にレビューを実施いただきたいと存じます。ま
たその後も定期的なレビューを実施する運用を検討いただきたいと存じます。

２　本ガイドラインの目的と位置付け

特定卸役務の相対契約に関する料金その他の提供条件の適正性等について、総務大臣が業務改善命令を
発動することが可能とされていますが、現事業法では届出等が不要であるため、常に状況を把握することは
難しいと考えられます。
また、卸先事業者に業務改善命令がなされた場合、エンドユーザの利用に影響が生じることがないよう、予
見的な仕組みが必要であると考えます。
従いまして、特定卸役務に係る相対契約は、保障契約約款と同様に届出、公表される等、現事業法の改正
により適切な規律を導入いただきたいと考えます。

４（１）②　業務改善命令（電気通信事業法第29条）

特定卸役務では、光サービスの「開通業務」あるいは「故障修理」をＮＴＴ東西が実施することとされていま
す。ケーブルテレビ事業者が考えるコラボレーションモデルでは、地域の特性や利用者のICTリテラシーに合
わせた木目細やかなサービス提供を可能としたいと考えているため、卸先事業者が自ら該当業務を実施す
る選択肢を担保できるよう、必要な措置と情報の開示をお願いしたいと存じます。

５（別表）（１）①競争阻害的な料金の設定

卸先事業者が、特定卸役務に係る需要を共通とする電気通信回線設備を設置する競争事業者（以下、「競
争事業者」といいます。）を排除又は弱体化させるために適正なコストを著しく下回るような料金設定を禁じる
こと、ＭＮＯによるセット割引においてそれぞれの役務の料金について合理的な説明を求めること、競争阻害
的な料金設定や過度のキャッシュバックを禁じること、についてガイドラインに明記することについて賛成で
す。
ただ、どのような状況において競争事業者の設備の保持が経営上困難とみなすのか予見的に対処するため
に、具体的内容をガイドラインで提示する、あるいは議論される場を設定する等の仕組みを導入していただき
たいと存じます。

５（別表）（２）①競争阻害的な料金の設定等

（同上） ５（別表）（３）①競争阻害的な料金の設定等

現在の運用では再転用に際して0ABJ電話のナンバーポータビリティが出来ないとされており、利用者への十
分な周知が消費者保護の観点から必要であると同時に、再転用時のナンバーポータビリティの実施に向け
た議論、整理が必要であると考えます。
また、転用によるサービス卸回線からケーブルテレビ事業者回線に切り替える際に、番号が引き継がれるこ
とについても明確化していただきたいと存じます。

６　消費者保護の充実等の観点から望ましい行為

意見提出者名：　一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟


